
保険者による健診・保健指導等に関する検討会について 鄭斗8

0目 的
「高齢者の医療の確保に関する法律」において、医療保険者は、特定健康診査及び特定保健指導を40歳以上の加入
者に対し、計画を定め実施することとされており、平成20年度から実施されてきたところである。
今般、これまでの取組の実績や政府の方針等も踏まえ、医療保険者において、被扶養者を含めた加入者を対象とし

て、より良い特定健診・保健指導のあり方など、保健事業の取組の強化を図るためには、医療保険者、事業者、市町
村等の役割分担を明確にし、これらの関係者の連携を一層促進していくことが重要である。
こうしたことから、医療保険者における特定健康診査及び特定保健指導の提供方法等の今後のあり方について、今

までの実績等を踏まえて検討を行うため、関係者の参集を得て、厚生労働省保険局長が開催する。

O検 討事項

(1)特定健診口保健指導の実施方法等について

(2)特定健診の健診項 目及び特定保健指導の内容等について

(3)保険者における特定健診・特定保健指導への取組みの評価方法等について
(4)その他特定健診・保健指導に関連する事項について

○ 構成員(敬称略、50音順)
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(参考)保険者による健診・保健指導等に関する検討会開催実績

平成23年4月 25日 第1回 開催
口検討会の位置づけ
口特定健診・保健指導の実施状況

・高齢者への対応、治療中の者への保健指導について

・特定健診菫保健指導に対する意見について

平成23年6月 4日 第2回開催
口特定健診口保健指導に関する検討事項等について(再委言モ要件、保健指導の初回面接者と評価者の取扱い、

事業主健診との連携、HbAlc表記見直し、保健指導開始後に服薬歴が判明した者の取扱いについて)

平成23年6月 20日 第3回開催

・特定健診口保健指導の腹囲の基準について
口HbAlc表記の見直しについて

・特定健診・保健指導のインセンティブのあり方について

平成23年 8月 29日 第4回開催

・後期高齢者支援金の加算口減算制度について

・特定保健指導等について

・集合契約の健診項目の多様化・被扶養者への対策・保険者協議会について

平成23年 10月 13日 第5回開催

・HbAlc表記の見直しへの対応について

・特定健診口保健指導の腹国の基準について

・治療中の者への保健指導の実施について

|



「保険者による健診 0保健指導等に関する検討会」に
おける主な論点と議論の内容

O腹囲の基準について

現在、男性 :85cm、 女性 :90omとなつている特定保健指導対象者の階層化基準について、関係学会
から参考人を招き議論。主な論点としては、
① 現行の腹囲基準の妥当性 (特に女性の腹囲基準について)

② 腹囲基準に該当しない(非肥満の)リスク保有者に対する対策

0特定保健指導のポイント制について
ポイント制 (積極的支援の180ポイント)が柔軟できめ細かな支援を妨げているのではないかとの観

点から議論。

① より現場の保健師等の創意工夫を発揮できる方法がないか              ｀

② 特に、直営と委託で異なるポイントを設定することはどうか、等について意見があつた。

O盤定健診受診日に特定保健重導の初回直接を実施可能とする方策について
特定保健指導の実施率向上に向けて、初回面接者と6か月後評価者が同一人でなければならない

とする要件等の見直しを行う方向について、了承を得た。

OHbAlcの表記見直しへの対応について
日本糖尿病学会において、HbAlcの表記を現行のJDS値から国際標準値 (NGSP相 当値)へ変更す

ることが決定され、関係者間で協議した結果、平成24年度においては、特定健診口保健指導の保険者
への結果通知及び国への報告については、現行の」DS値のみを用いることとなつた。
25年度以降の対応は、日常臨床における関係者間での調整状況を踏まえ、今後、関係者間で協議

する方針。



現行の腹囲基準値の考え方

現行の特定保健指導の対象者を抽出する基準値として、男性:85cm、 女性:90cmの腹囲基準値が設定
されている。この値は、8学会ガイドラインにおいて、過栄養による健康リスクが増加する腹腔内脂肪面

積が男女とも100cポ以上であり、その内臓脂肪蓄積に対応する腹囲に基づき設定されたものである。

0「メタボリックシンドロームの定義と診断基準」(メタポリックシンドローム診断基準検討委員会 2005年4月 )

(抜粋 )

内臓脂肪蓄積はメタボリックシンドロームの各コンポーネントと深いかかわりがあり、腹腔内脂肪量が増加する
と男女とも同様に過栄養による健康被害数が増加する(図 1)ことが国内外の臨床研究によつて実証されている。
わが国での臨床研究診断基準に示されているごとく1齊高レベル腹部CTスキャンによって判定した腹腔内脂肪面
積100c甫以上が男女共通した内臓脂肪蓄積のカットオフ値である。

それに対応するウエスト周囲径が、男性559名 、女性196名 において検討され、男性85Cm、 女性90omと設定され
た(図 2)。
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図1:内蔵脂肪面積とリスクフアクター
図2:内蔵脂肪面積とウエスト径の関係保有数の関係
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腹囲基準についての論点
23年 10月 13日 第5回保険者による
健診・保健指導等に関する検討会資料
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<基準値 自体について>                                   
・

○ 第3回の検討会においては、中尾参考人から、現行90omである女性の腹囲基準値について、京都における研究
の結果、内臓脂肪面積のカットオフ値として77cmが妥当との趣旨の説明があつた。

現行の腹囲基準については、9月 23日・24日 に開催された第32回 肥満学会において議論が行われており、今後、

将来に向けて腹□基準値について、検証を行つていくこととなつている模様。
(参考)なお、下記のように平成21年度の実績で見た場合でも、男性 :80～ 85cm、 女性 :85～90cmの腹囲の基準値について

は、男女とも血圧、血糖、脂質の各リスク数の平均数が 1近辺となっている。

<非肥満のリスク保有者について>
○ 非月巴満のリスク保有者に対しての対応のあり方をどう考えるか。その対応には一定の幅があるとの意見もあつた

が、具体的にどのような対応が考えられるのか。

○ たとえば、現行の仕組みでは、非肥満のリスク保有者を含めた健診受診者全員に対して情報提供を行うことと

なつており、非肥満のリスク保有者には、この情報提供をきめ細かく行うなどについてどう考えるか。

男性 (対象人数 :約 1,175万人) 女性 (対象人数 :約952万人 )

腹囲と保健指導階層化リスクの平均数 (全体、男性 )

平成21年度特定健康診査結果 (出典 :レセプト情報・特定健康診査等データ)



腹□基準に関する「保険者による健診・保健指導等に
関する検討会」における主な意見

【保険者による健診・保健指導等に関する検討会での主な意見】

1.腹囲を特定保健指導の階層化基準にしていること自体について

○腹囲を最初のスクリーニング基準としていることで、10o人やつて40人 は特定保健指導対象にならないという基準と
なつている。公衆衛生学的にはおかしい話だと思うので、十分議論することが必要。

○ 腹囲基準はいらないのではないかという話もあり、健康局の問題として、専門家が科学的に検討する場を作つて腹
囲基準をどうすべきか議論し、その結果をもって保険者による健診の対応を議論すべき。

○腹囲は国民自らが測定できる。血糖、血圧、コレステロールは測つてもらわないとわからない。腹囲を指標にするこ

とによって、国民自らが高血圧、高血糖、脂質異常に対し、それぞれの病態に対する上流において挑戦していくこと
が可能となり、国民自らが取り組む健康づくりを進めることができる。

○この5年ほどで、内臓脂肪を保健指導の入り回としてとらえることが妥当であることの医学的根拠を示す論文が多く
出てきている。

○保険者に対して義務付けられた特定健診としては、第一スクリーニングとしての腹囲基準を堅持していくべき。

○腹囲により肥満者を判定し、他のリスクと併せて階層化して保健指導を行う現行の枠組みは妥当。ただし、非肥満
でリスク因子を有する者は、同様に循環器疾患のハイリスク者であるため、制度的な対応が必要。

○女性の腹囲基準については、絶対リスク1に相当する腹囲が90Cm、 内臓脂肪のない人のリスクの3倍となる相対リ
スクでみた腹囲が80～ 85cmとなる。どちらで進めていくかは政策的な判断になると思う。

○腹囲基準と非肥満者への対応についての議論が、腹囲基準は何だったのかという混乱を受診者に招くだけというこ
とにならないようにしてほしい。
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2.非肥満のリスク保有者への対応について

○非肥満者のリスク重積者に対する保健指導が必要であるというのは当然。しかし、その保健指導と特定保健指導
は分けて考えなければならない。非肥満者への保健指導を特定保健指導として位置づけるか否かが問題。  |

○特定健診・保健指導で国民の健康づくりが達成される、あるいは完結するものではない。肥満のない高血圧、高血
糖、脂質異常などが重大な課題であることは明らかで、がん検診の推進なども重要。これらの全体が進んでこそ、国
民の健康づくりが進むものと思われるが、その進め方はそれぞれの内容に即したやり方があるのだと思う。

○非肥満者への保健指導は必要。①循環器疾患の過剰発症の半数以上は、非肥満のリスク保有によるものである
(メタボより多い)。 ②要医療とならない非肥満・リスク保有者でも、循環器疾患の発症リスクが高い(特に女性)。 現
行の医療機関への受診勧奨では十分とはいえない。              

｀

○非肥満者に対しても正しく保健事業を行うことが重要。

3.非肥満のリスク保有者に対する保健指導の具体的内容について

○やせの方の保健指導の場合、本当にまじめな方でやせ過ぎになってしまう危険はないか。指導しすぎて、あれもだ
め、これもだめ、といった指導になつてしまう危険に気をつける必要がある。やるならば、きちつとしたプログラムを作
らないといけないと思う。

○非肥満のリスク保有者への保健指導としては、①血圧高値の者には、減塩、カリウム(野菜、果物)、 カルシウム

(平 L口 乳製品)、 動物性たんぱく質(魚、脂肪の少ない肉)、 節酒、身体活動等、②高血糖の者には、摂取エネルギー
制限、高GI食品の制限、身体活動、喫煙予防口禁煙等、③脂質異常の者には、魚の摂取、肉の脂肪制限、卵黄の制
限、身体活動、喫煙予防・禁煙等が大事かと思われる。

○非肥満者への保健指導についてはかなり幅がある。日本人の特徴的な減塩という対策がこの場合は重要。メタボ
リックシンドロームがある方も、塩分のセンシティビティが上がるというデータが出ている。

ア



特定保健指導のポイント制について
23年 8月 29日 第4回保険者による健診・
保健指導等に関する検討会資料

< の 仕 組 み >
○特定健康診査の結果に応じて、保険者は保健指導の対象となる者を抽出し、対象者が自らの健康状態を自覚し、
生活習慣に係る自主的な取組の実施を行うことを目的として、特定保健指導を実施することとなつている。この特
定保健指導は、健診結果に応じて、「動機付け支援」と「積極的支援」の2種類の方法に分けられる。

○「動機付け支援」では、面接による支援 (行動計画の作成)と実績評価 (面接から約6ヶ月後の評価)を行うことと
なつており、「積極的支援」は、面接による支援 (行動計画の作成)の後、3ヶ月以上の継続的な支援を行つた上で、
実績評価 (初 回時面接から約6ヶ月後の評価)を行うこととなつている。

○この「積極的支援」の3ヶ月以上の継続的な支援については、ポイント制に基づき、各支援方法 (個別面談、グ
ループ面談、電話、メール等)によつてポイントが割り振られており、合計180ポイント以上の支援を実施することが
定められている。
また、支援内容についても行動計画の進捗状況に関する評価等を内容とする支援Aを 160ポイント以上、励まし

や賞賛等を内容とする支援Bを 20ポイント以上を実施することとされ、支援Bを支援Aの方法に代えることはできな
いこととされている。

<論点>
○「積極的支援」におけるポイント制により、支援方法等が規定されている等のために、対象者の状況に応じた柔
軟できめ細かな支援を行うことが妨げられているのではないか、といった意見があり、これについて以下のような
見直しの意見もある。
一最低限のポイントのボーダーラインを設けるなど、何らかの方法により、ある程度現行よりも現場の保健指導
に携わる者の裁量範囲を広げる運用が考えられないか。

一支援Bのように励ましや賞賛のみを目的に支援を行うことが、実施上、負担となつているので、支援Bと支援A
の組み合わせは任意とできないか。

―プログラムによる保健指導に代えて、アウトプット評価(健診結果の変化等)を導入することは考えられない
か 。

一特に継続的に保健指導対象者となつた者に対して、2年 目以降に実施する保健指導については、実践状況
の記録を必須としない、といつた別のプログラムがあっても良いのではないか。

O一方で実施率を勘案する際に、何らかの客観的な基準が必要であるといつた意見や、新たなプログラムの設定

丘たち稽ξttE唇暑摺 、鳴1じ預軍宝腎λ異3年鳥美ヒ夏1電量亀梶驚22。
又、ポイント制の基鋼こ



○今のままでは、現場の保健指導に携わる者の創意工夫の余地がなさ過ぎるとの指摘があり、より裁量の範囲を
広げることが考えれないか。ただし、保険者の保健指導の実施率を算定することや実績に基づいて国庫補助がな
されていることなどを前提とすれば、何らかの客観的な基準によって保健指導の実施を担保する必要がある。

<評価方法について>
検査値が改善したことによって保健指導の実績として評価することも考えられないか。ただし、この場合には以下

の論点が考えられる。
○ 検査値の改善については、加齢により悪化するのが自然であることから現状維持も含めるべきではないか。
○ 現行のプログラムを前提としている各保険者の実施体制で施行可能か。
○ 現行の6ヶ月後の実績評価において、腹囲、体重、血圧を測定することとなっているが、指標として扱う検査値
の設定など、エビデンスに基づいた合理的な基準が策定できるか。

○ 検査値の改善に基づく評価を行う際にも、初回面接、行動計画の策定及び実績評価については必須とする必
要があるのではないか。

○ 加算減算制度においては、メタボリックシンドロームの該当者及び予備群の減少率という検査値の改善を指標
として用いることとなつており、実施率の評価において検査値の改善を指標として用いるのであれば、関係を整理
する必要があるのではないか。

○ 特に委託の場合において、,検査値の改善が期待される者 (数値の改善が見込まれる者)ばかりに保健指導の
資源が集中投入され、数値の改善が見込まれない、又は難しい者に対して十分な指導が行われなくならないか。

○ 検査値の評価であつても、どのような支援を行つたかの記録は、保健指導の効果を分析する際に必要ではな
い か 。

<円滑な実施に向けた見直し>
少なくとも特定保健指導の実施の客観性をある程度担保することが可能な範囲において、現場の保健指導実施者

の裁量の範囲を広げることはありうるのではないか。
0180ポイント以上の継続的支援を行つている場合において、支援A(進捗状況の評価等)と支援B(励まし・賞賛
等)を両方実施しなければならない、とする必要があるか。

○ 直営でのポイントを委託の場合より低くする等、直営と委託で異なるポイントを設定することは考えられないか。
0180ポイント以上の支援を行う場合、6ヶ月の期間は、ある程度柔軟に考える余地はあるか。
02年 目以降、継続して保健指導の対象となつた者に対してのプログラムを設定することは考えられないか。
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保健指導のポイント帝]に関する「保険者による健診 口保健指導
に関する検討会Jにおける主な意見

【第4回保険者による健診口保健指導に関する検討会 (平成23年 8月 29日 開催)における議論】

○ 職域等で既にいろいろな健康づくり

'舌

動等の環境整備がなされており、ポイント制については自
由度をかなり高めるべき。

○ ポイント制は、保険者が保健指導を外部委託する際の費用請求のための基準として設けられた

と聞いており、それが自前で対応できる市町村にも適用されてしまつている。ポイント制が不要だと
は言わないが、記録等の負担が重く、また、現場での専門職としての力量発揮を妨げている。

○ ポイント制は、投入量を明らかにするために導入された仕組みである。直営は場を通じたポピュ

レーションアプローチや会社ぐるみのサポートが可能であり、委託と同じ投入量が必要かどうか、
またポイントの切り下げの是非は、エビデンスに基づいて判断すべき。

○ フォローアップ体制がきちんととられないと、初回面接後中断される方が多い。中断者を減らす
方策について検討が必要。ポイント制のおかげもあつて6か月継続できた人もある。

○ フォローアップの回数が多いほど達成数が高いことが明らかになっており、対面を重視した仕組
みとすべき。
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特定健診受診日に特定保健指導の初回面援を
実施可能とする方策について

<制度の現状>
○特定保健指導においては、動機付け支援及び積極的支援の両方において、保健指導対象者は、医師、保健師又
は管理栄養士による面接による指導の下に行動計画を策定するとともに、当該面接による指導を行つた者とともに
行動計画策定後6ヶ月以上経過後において、当該行動計画の実績に関する評価を行うこととされている。

○特定保健指導の実施者は初回面接時において、対象者が選択した具体的に実践可能な行動目標・行動計画を特
定健診の結果や、対象者の生活習慣・行動変容の状況等を踏まえて、対象者が継続できるよう、必要な介入・支援
等の内容をとりまとめた支援計画を策定する。
この支援計画は、その評価を行つた実施報告書とともに特定保健指導の実施後に医療保険者に対して報告される
こととなる。

○特定保健指導の実施状況についての適切な評価を行う観点から、初回面接と行動計画策定後6ヶ月以上経過後
における行動計画の実績に関する評価を同一の者が行うこととされていると考えられる。

<特定保健指導の実施状況>
○平成21年度の特定保健指導の実施率は約12.3%であり、平成20年度のア.7%よ りは向上しているものの、引き続
き実施率向上に向けた取組が必要と考えられる。

○平成23年4月 に厚生労働省において公表した「全国医療費適正化計画の進捗状況に関する評価 (中 間評価 )」 で

尻没
から初回面接までの期間の短縮」が特定保健指導の実施率の向上に有効と考えられる取組として挙げら

○健診から初回面接までの期間の現状としてはI健診実施日から初回面接の実施まで、2か月から4か月程度を要
している場合が多い。

●
■



<論点>
○健診の実施場所において健診結果の通知と同時に初回面接を行うことが実施率の向上に有効との意見があるた

め、健診機関において初回面接までを実施し、その後、保健指導の実施機関に引き継ぐ方法が考えられるが、初

回面接者と評価者を同一にしなければならない、という規定のために、このような取扱いが困難となっている。

○一方で、行動計画やそれを支援する支援計画の内容の評価を適切に行うためには、これらの内容を熟知した者が

評価に携わることも重要であると考えられる。

○また、特定保健指導は、健診結果を階層化し対象者を選定した後に行うこととなっていることから、そもそも健診実

施日に階層化を行つていない場合、規定上、初回面接ができないこととなっている。

:
:

:<保険者による検討会における議論の結果>                              :
ワ回面接と6ヶ月後の評価の実施者奮同一人物としなくて |

:

こ保健指導の初回面接とすることができる、       :
1との見直しを行う方向について了承を得た。                               1
1____二 ______― … … … … … … … … … … … … … ― ― ― ― … … … … … … … 二 ― ― ____二 _____l
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HbAlc表記見直しへの対応について
23年 10月 13日 第5回保険者に

よる健診,保健導等に関する検
討会において了承

HbAlc表記の国際標準化に向けて、関係者間での調整状況を踏まえ、本検討会としては、以下の方針を基本と
して、詳細な事項については、実務担当者によるワーキンググループにおいて検討することとしたい。
また、その検討の結果、本検討会に諮る必要が生じた場合には、その都度、議題として取り上げることとしたい。

○基本方針

(1)平成24年度 (24年 4月 から25年 3月 まで)の対応

① 特定健診日保健指導については、受診者に対する結果通知及び保険者への結果報告のいずれも、従来
通りJDS値のみで行う。検査機関 (登録衛生検査所)が特定健診・保健指導の報告様式に結果を記載して
医療機関に送付する場合も」DSイ直のみで行うし
労働安全衛生法に基づく事業主健診の実施によって、特定健診の実施に代える場合には、事業主健診

の事業主への結果報告及び事業主から保険者への結果報告は、従来通りJDS{直のみで行う。この場合、
検査機関 (登録衛生検査所)が事業主健診の結果を医療機関に送付する場合も」DSI直のみで行う。

② 日常臨床においては、」DSl直と国際標準値 (NGSP相 当値)とを併記する。検査機関 (登録衛生検査所)

が結果を併記して提出することが前提となる。

(2)平成25年4月 1日 以降の対応

特定健診薔保健指導についての受診者に対する結果通知及び保険者への結果報告におけるHbAlcの 表
記に関しては、日常臨床における対応状況も踏まえ、国際標準値 (NGSP相当値)で行うことについて、今後
関係者間で協議する。
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参考資料 1

「健康日本 21」 最終評価

平成 23年 10月

健康日本 21評価作業チーム



また、都道府県及び市町村においては、健康増進計画の策定が進んでお り、全ての都道府

県で都道府県計画が、約半数の市町村で市町村計画が策定されている。

健康 日本 21の 中間評価における中間実績値からは、例えば、脳卒中、虚血性心疾患の年

齢調整死亡率の改善傾向がみ られるものの、高血圧、糖尿病の患者数は特に中高年男性では

改善 していない。また、肥満者の割合や 日常生活における歩数のように、健康 日本 21策定

時のベースライン値 より改善 していない項 目や、悪化 している項目がみられるなど、これま

での進 1/」状況は全体としては必ず しも十分ではない点がみられる。

こうした個別指標の未改善や悪化に加え、以下のような課題が提起され、ポピュレーショ

ンアプ ローチやハイリスクアプローチなどの強化・充実が必要 とされた。

課題

○総花主義的でターゲットが不明確 (「誰に何を」が不明確)

○目標達成に向けた効果的なプログラムやツールの展開が不十分

○アウ トカム評価を可能とするデータの把握手法の見直 し

○政府全体や産業界を含めた社会全体としての取組が不十分

○医療保 険者、市町村等の関係者の役害1分担が不明確

○現状把握、施策評価のためのデータの収集、整備が不十分

○保健自市、管理栄養士等医療関係者の資質の向上に関する取組が不十分

今後の方向性

◆ポピュレーションアプローチ (健康づ くりの国民運動化 )

○代表 目標項 目の選定 (都道府県健康増進計画に目標値設定)→都道府県健康増進計画改定ガ

イ ドライ ン、都道府県健康・栄養調査マニュアルに沿つた計画の内容充実

○新規 目標項 目の設定

。メタボ リックシン ドローム (内臓脂肪症候群)の認知度の向上

・ メタボ リックシン ドローム (内臓脂肪症候群)の該当者・予備群の減少

・メタボ リックシン ドローム (内臓脂肪症候群)の概念を導入 した健診・保健指導の受診者

数の向上等

○効果的なプログラムやツールの普及啓発、定期的な見直 し

○メタボ リックシン ドロームに着 目した、運動習慣の定着、食生活の改善等に向けた普及啓発

の徹底

◆ハイ リスクアプローチ (効果的な健診・保健指導の実施 )

○医療保険者による40歳以上の被保険者・被扶養者に対するメタボリックシン ドロームに着 目

した特定健康診査 。特定保健指導の着実な実施 (2008年 度より)

○生活習慣病予防のための標準的な健診・保健指導プログラムの提示、定期的な見直し

◆産業界 との連携

○産業界の自主的取組 との一層の連携

○保健指導事業者の質及び量の確保

◆人材育成 (医療関係者の資質向上)

○国、都道府県、医療関係者団体、医療保険者団体等が連携 した人材養成のための研修等の充

実

◆エビデンスに基づいた施策の展開

○アウ トカム評価を可能とするデータの把握手法の見直 し

○国民健康・栄養調査の在 り方の見直しの検討

○都道府県・市町村等の取組状況の定期的な把握
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2 健康 日本 21に 関連す る主な施策の動向

平成 12年度から現在に至るまでの、健康 日本 21に関連する主な施策の動
向については、次のとおりである。それぞれ次期計画に向け、方向性の提示
や検討が進められている状況にあり、健康増進法に基づく基本的な方金十や健
康増進計画 (都道府県 。市町村)と の調和・配慮が求められることから、今
後とも、両者の関連性に留意していく必要がある。

(1)高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正
。医療保険者 (国保 。被用者保険)に対 し、40歳以上の被保険者・被扶養
者を対象とする、内臓脂肪型肥満に着日した健診及び保健指導の事業実施を
義務づけた。
。現在、医療費適正化計画 (H20～ H24年度)における中間評価等を踏まえ、
特定健康診査・特定保健指導の在 り方など、次期計画 (H25年度～)に向け
て検討を行っているところである。
(2)医療法の一部改正
・4疾病 5事業を医療計画に明示し、医療連携体制を構築するよう都道府県
に取組を求めた。
。今後、次期医療計画 (H25年度～)に向けて、現行の4疾病に加え、新た
に精神疾患を加える方向である (社会保障審議会で了承済み。)。

(3)がん対策基本法の制定
。がん対策推進基本計画を策定し、重点的に取り組むべき課題 として、放射
線療法・化学療法の推進やこれらを専門的に行 う医師等の育成、治療の初期
段階からの緩和ケアの実施、がん登録の推進をあげた。
・現在、基本計画の中間報告等を踏まえ、基本計画に掲げられた 7つの分野
の見直しなど、次期基本計画 (H24年度～)に向けて検討を行っているとこ
ろである。

(4)介護保険法の一部改正
。平成 17年の介護保険制度改革において、予防重視型システムヘの転換や
施設給付の見直し、新たなサービス体系の確立、サービスの質の確保 。向上
や負担の在 り方・制度運営の見直しを行った。
。今後は、高齢者が地域で自立した生活を営めるよう、医療、介護、予防、
住まい、生活支援サービスが切れ日なく提供される「地域包括ケアシステム」
の実現に向けた取組を推進する方向である。

これらを総括すると、平成 12年以降、健康増進法の成立・施行もあいまっ
て、健康増進 0疾病予防対策自体の重要性や、保健 。医療・介護の連続性、社
会保障政策の密接不可分性が認識されてきたといえる。また、健康 日本 21の
ような国民健康づくり運動が、受益者 (一人ひとりの国民)の立場からみると、
生活の中で実現可能で効果性が高いことが求められ、身近でわかりやすく参画
しやすいことが重要であり、一方、政策的視点からは、実現すべき政策 日標が、
より総合的な視野の中で設定されるべきであることを示している。
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Ⅱ 最 終評価の 目的 と方法

1 最終評価 の 目的

健康 日本 21の評価は、平成 17年度を目途に中間評価を行 うとともに、平

成 22年度から最終評価を行い、
‐
その評価を平成 25年度以降の運動の推進に

反映させることとしている。

健康 日本 21の最終評価の目的は、策定時及び中間評価時に設定された目

標について、日標の達成状況や関連する取組の状況を評価するとともに、こ

の間の健康づくり対策を取 り巻く技術的進歩や社会的変化、制度の変更など

その課題を明らかにすることで、今後の対策に反映させることである。

2 最終評価 の方法

(1)指標の評価方法について

健康 日本 21の策定時及び中間評価時に設定された 9分野の目標 (80項 目、

うち参考指標 1項 目及び再掲 21項 目を含む。)について、設定時の値と直近

の値を比較 (原則として有意差検定を実施し、その結果については「別添 分

野別評価シー ト」に記載)するとともに、分析上の課題や関連する調査・研

究のデータの動向も踏まえ、目標に対する達成状況について、以下のとおり

分析・評価を行つた。

(2)推進に関する取組状況について

国の取組の動向を整理する (参考資料 1)と ともに、都道府県及び市町村

(政令市及び特別区を含む。)並びに健康 日本 21推進全国連絡協議会の加入

会員団体を対象に、取組状況に関する調査 (参考資料 2)を実施 し、整理・

評価を行った。

なお、者「道府県は全数を対象とし、市町村は東日本大震災による被害の大

きい岩手県、宮城県、福島県の市町村のうち仙台市を除き対象外 とした。

4

A 目標イ直に達 した

B 目標値に達していないが、改善傾向にある策定時 (若 しくは中間

評価時)の値と直近値

を比較
変わ らない

D 悪化 している

E 中間評価時に新たに設定した指標又は把握方法

が異なるため評価が困難



Ⅲ 最終評価 の結果

1 全体 の 目標達 成状況等の評価

(1)総括的評価

健康日本 21の 目的は、壮年期死亡の減少、健康寿命の延伸及び生活の質

の向上であり、これ らの状況は以下のとおりである。

壮年期死亡の減少については、人口動態統計によると、いわゆる早世 (65

歳未満の死亡)、 特に壮年期 (25～44歳 )及び中年期 (45～64歳)の総死亡

率の推移をみると、平成 9年以降 12年間において、中年期の総死亡率は減少

傾向にある一方、壮年期の総死亡率の低下は小さい。わが国の今後の生産年

齢人口の減少を鑑みるとく当該世代の罹患および重症化の予防を一層推進す

ることの重要性がうかがえる。また、死因別にみると、中・壮年期の悪性新

生物、脳血管疾患及び不慮の事故の死亡率は低下傾向にあり、心疾患は横ば

いであるのに対し、自殺は特に壮年期で上昇する傾向にある。さらには、厚

生労働科学研究結果によると、中・壮年期の総死亡には血圧 と喫煙が大きく

影響し、血圧高値と喫煙による過乗J死亡割合が大きいほか、65歳未満の循環

器疾患死亡には、喫煙、高血圧及び糖尿病が強く関連しているとされている。

日本人の平均寿命については、平成 22年簡易生命表の概況によると、男性

で 79.64年、女性で 86.39年 となつており、国際的な比較において極めて高

い水準で推移する (図 1)と ともに、年次に従い延伸する傾向がみられ、平

成 12年から平成 22年までの間で男性が 1.92年 、女性が 1.79年 、それぞれ

伸びている。

図 1 主な諸外国の平均寿命の年次推移

出典 :厚生労働省 「平成

22年簡易生命表の概況」
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健康寿命については、いくつかの指標がある。厚生労働科学研究結果によ

ると、平均 自立期間、日常生活に制限のない平均期間及び 自覚的に健康な平

均期 間について、年次推移ではいずれ も延伸傾向にあ り、都道府県分布では

その差が大きいことも報告 されている。また、 (独)福祉医療機構の研究成

果に よると、自立調整健康余命について、平成 14年 と平成 21年の比較では

延伸 し、者6道府県格差も報告 されている。

平均自立期間 (65歳時) 男性 1666 →  17.24(年) 15,34～ 17.94(年 )

→  20.48 (年 )  19,33～ 21.38

平成 7年  →  平成19年   都道府県分布 (平成 19年 )

→  69,72 (年 )  67.43～ 71.31(年 )

平成14年  →  平成21年 (平成21年 )

自立調整健康余命 (65歳時) 男性  1647 →  1689 (年)  15.59～ 17.60(年 )

→  20.18 (年 )  19.29～ 21.08(年 )

生活の質の向上については、現時点では、特定の個別指標による把握や評

価が難しく、グローバルな尺度としては、自覚的な健康観が高いか低いかと

いった調査結果の推移を追 うことで評価する方法も考えられる。また、国民
の健康問題 としては、身体的な健康とともに、精神的な健康も大きなウエイ

トを占めるようになってお り、これらが自覚的な健康観にどういった影響を

及ぼすのか、今後の研究によって明らかにしていく必要があると考えられる。

(2)分野全体の目標達成状況等の評価

9つの分野の全指標 80項 目 (参考指標 1項 目及び再掲 21項 目を含む。)に
ついて、その達成状況を評価・分析すると、表 1の とお りとなった。

80項 目中、再掲の 21項 目を除く59項 目について、日標値に達した項目は、
16.9%(10項 目)に とどまり、その主なものは、メタボ リックシンドローム

を認知 している国民の割合の増加、高齢者で外出について積極的態度をもつ

人の増加、80歳で 20歯以上 。60歳で 24歯以上の自分の歯を有する人の増加
などであった。また、日標値に達していないが改善傾向にある項目は 42.4%
(25項 目)であり、その主なものは、食塩摂取量の減少、意識的に運動を心

がけている人の増加、喫煙が及ぼす健康影響についての十分な知識の普及、
糖尿病やがん検診の受診の促進、高血圧の改善などであった。これらを合わ
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せた全体の約 6割 が、目標値に達し又は改善傾向にあつた。

変わらない項 目は 23,7%(14項 目)で、その主なものは、自殺者の減少、

多量に飲酒する人の減少、メタボリックシン ドロームの該当者・予備群の減

少、高脂血症の減少などであつた。 さらに、悪化 している項 目は 15.3%(9
項 目)で、その主なものは、 日常生活における歩数の増加、糖尿病合併症の

減少などであつた。

なお、特定健康診査・特定保健指導の受診者数の向上 (1項 目)について

のみ、平成 20年度からの 2ヶ 年のデータに限定されるため、評価困難 とした。

また、たばこやアルコール分野のように 0%、 100%を 目指す とい う目標値

を設定 している指標もあれば、段階的な目標設定をしている指標 もあり、分

野・指標 ごとに目標値の在 り方が異なることに留意する必要がある。

2 分野 別の評価

分野別の評価シー ト (別添参照)に基づき、指標の達成状況と評価、指標

に関連 した施策、今後の課題について、以下のとおりとりまとめた。

なお、分野別の再掲を含む全指標の達成状況について、参考 1と して 21

～24頁に掲載するととともに、各分野の指標の分野間の関連については、

参考 2(24頁 )と して整理 した。

7

表 1 指標の達成状況

策定時
*の

値と直近値を比較 全体 再掲の項目を除く

A 目標値に達した 14項 目 〈 175%〉 10項 目 く  169"

B 目標値に達していないが改善傾向にある 32琴コロ 〈  400%〉 25呼ミロ く  424%〉

変わらなし 22毒ミロ 〈 275%〉 14項 目 〈 237%〉

D 悪化している 10]頁 目 〈 125%〉 9項 目 く  15.3%〉

E 評価困難 2項 目 〈  2.5%〉 1'頁 目 く  17%〉

合計 80写1目  〈 1000%〉 59]項 目 〈 100.0%〉

*中間評価時に設定された指標については、中間評価時の値と比較



(■ )栄養・食生活

ア 指標の達成状況と評価

策定時
*の

値と直近値を比較 項 目数

A 目標値に達した 1

B 目標値に達していないが改善傾向にある 5

C 変わらない 7

D 悪化している 2

E 評価困難 0

合計 15

*中 間評価時に設定された指標については、中間評価時の値と比較

○栄養状態、栄養素・食物摂取については、女性 (40～ 60歳代)の肥満、

食塩摂取量には改善がみられたが、脂肪エネルギー比率や野菜の摂取量

などについては改善がみられなかった。

○知識 。態度 。行動の変容については、自分の適正体重を維持すること
のできる食事量を理解 している人の割合、メタボリックシン ドロームを

認知している害1合など知識や態度レベルでは改善がみられたが、朝食欠

食など行動レベルの変容にまで至らなかったものもある。

○行動変容のための環境づくりについては、ヘルシーメニューの提供や      
‐

学習 。活動への参加にういて改善がみられた。

○性 。年代別では、男性の 20歳代から30歳代にかけて肥満者の割合が      ´

増大することが示唆されるとともに、男女ともに 20歳代で他の年代に

比べ、脂肪エネルギー比率が 30%以上の者の害1合が最も高く、野菜摂取

量が最も少なく、朝食欠食率が最も高く、体重コントロールを実践する

人の害1合が最も低いという結果であった。

イ 指標に関連 した主な施策    ｀

○食生活指針、食事バランスガイ ドの策定、普及啓発

○ 「日本人の食事摂取基準」の策定

○食育の推進 (食育基本法施行、食育基本計画の策定)

○すこやか生活習慣国民運動、Smart Life Projectの実施

○特定健康診査・特定保健指導の実施
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○栄養成分表示の推進

○介護予防の推進 (介護保険法施行、介護予防事業)

ゥ 今後の課題

○肥満の予防・改善については運動との運動、朝食欠食の改善について

は休養 (生活 リズム)と の連動などといつた、個人の生活習慣全体を包

括的に捉えた新たなアプローチとともに、子どもの頃からの望ましい生

活習慣の定着を強化していく必要がある。

○食塩摂取量の減少のように、個人の努力だけでは、これ以上の改善が

困難なものについてはヽ栄養成分表示の義務イヒや市販食品の減塩など企

業努力を促すための環境介入が必要となる。

○今後は地域格差や経済格差の影響が大きくなることも想定されるの

で、社会環境要因に着日した戦略が必要となる。

○男女とも 20歳代で、栄養素の摂取や行動変容が乏しいことから、こ

の年代への対策が必要である。特に男性は、20歳代から 30歳代にかけ

て体重を増やさないためのアプロ~チが必要である。

(2)身体活動・運動

ア 指標の達成状況と評価

○意識的に運動を心がけている人の害1合 は増加したが、運動習慣者の害1

合は変わらなかつた。運動の重要性は理解 しているが長期にわたる定期

策定時
*の

値と直近値を比較

A 目標値に達した

B 目標値に澤していないが改善傾向にある

c 変わらない

D 悪化している

E 評価困難

翁礫雅鬱



的な運動に結びつぃてぃないと考えられる。

不蝙ぷ暦響黒露璽罠漂楓〕3合
言ζ[毎雪驚籠亀倉

日
珈鞘

」I:曇 I:角Frし
ている。その

辱
因

的な態度をもつ人の割合、何 らかの地
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健指導の実施
○介護予防の推進 (介護保険法施行、介護予防事業)

ウ 今後の課題
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ξ嵩亀量
る必要がある。

民生活習慣運動、特定保健指導など
旧のための支援を特に強化すること
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(3)休養・こころの健康づくり

ア 指標の達成状況と評価

策定時
*の

値と直近値を比較 項目数

A 目標値に達した 1

B 目標値に達していないが改善イ頃向にある 0

変わらない 1

D 悪化している ，
“

E 評価困難 0

合 計 4

*中間評価時に設定された指標については、中間評価時の値と比較

○睡眠による休養を十分にとれない人の害1合 は減少 し、日標を達成 した

が、ス トレスを感 じた人の割合や、睡眠の確保のために睡眠補助品やア

ル コールを使 うことがある人の割合は悪化 した。

○国民全体の自殺死亡率は低下しているものの、自殺者数は 3万人前後

の状態が続いている。性 。年代別の自殺死亡率では、50歳代以降の自殺

死亡率は高いが減少傾向があり、近年では働き盛 り世代 (20～40歳代)

の自殺死亡率が増加 している傾向がみ られた。

○患者調査によると、近年、うつ病が増加 している。また、近年、メン

タルヘルス不調や精神疾患による長期休職者が増加 していることが複数

の調査から報告 されている。

イ 指標に関連 した主な施策

○健康づ くりのための睡眠指針の策定

○健康づ くりのための体養指針の策定

○自殺対策の推進 (自 殺対策基本法、自殺総合対策大綱 )

ウ 今後の課題

○働 く世代へのス トレス対策、うつ病対策、自殺対策が重要である。地

域や職域において、どのような取組が必要か、日標達成のためのプロセ

スを今一度、検討する必要がある。

○睡眠習慣についての正しい知識の普及や保健指導が必要である。特に、



50歳代以降の対策が必要である。

○健康づくりにおける休養の在 り方を再検討する必要がある。また、平

成 6年に策定 された健康づ くりのための休養指針 についてもあわせて

見直 しを検討することが必要である。

(4)た ばこ

ア 指標の達成状況と評価

策定時
*の

値と直近値を比較 項 目数

A 目標値に達した 0

B 目標値に達していないが改善傾向にある 5

C 変わらない 0

D 悪化している 0

E 評価困難 0

合 計 5

*中間評価時に設定された指標については、中間評価時の値と比較

○喫煙が及ぼす健康影響についての知識、未成年者の喫煙、分煙の徹底

については、改善がみられた。特に心臓病、脳卒中、歯周病が喫煙で起      _
きやす くなるとい う知識が増加 し、中高生の喫煙率が減少 し、職場、公

共機関等での受動喫煙防護が進んだのは大きな成果である。           .
○「喫煙をやめたい人がやめる」の参考指標である「禁煙希望者の割合」

は増加 し、「喫煙率」については減少 したことか ら改善があったものと

評価 した。禁煙治療の推進 と治療方法についての周知の強化が必要であ

る。

○職場、自治体等での受動喫煙曝露防止への対策、住民の受動喫煙対策

の正 しい知識、喫煙率の低下についても成果がみ られたが、日標の達成

にはさらなる対策の強化が必要である。

○なお、日標値 ではないが、国民健康 。栄養調査によると、平成 15年

から平成 21年の喫煙率は、男性で 46.8%か ら38.2%へ減少 し、女性で

11.3%か ら 10.9%へ と横ばいであった。
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ィ 指標に関連した主な施策

○受動喫煙防止の推進 (健康増進法、健康局長通知)

oたばこの規制に関する世界保健機関枠組条約

○禁煙支援マニユアルの策定・普及啓発

○職場における喫煙対策のためのガイ ドラインの策定

oニ コチン依存症管理料の保険適用

〇世界禁煙デーに合わせた取組及び禁煙週間の実施

ウ 今後の課題

018歳 -19歳を含めた成人の喫煙行動に関する全国調査を糸区続実施する

ことで、喫煙行動に関連する禁煙の取組、禁煙方法、受動喫煙曝露に関

する実態と職場などでの受動喫煙曝露防止の実態等をモニタリングする

ことが重要である。

oたばこ税の更なる引上げ、たばこの自動販売機の廃止、広告、販売促

進の禁止、職場等の受動喫煙曝露防止の推進、飲食店や遊技場等の
字

面

禁煙の推進、禁煙治療の効果や方法の周知等を通じた禁煙治療の推進 と

ぃった課題を、法制化等を通じて、強力に推進させることが重要である。

○国民の健康の増進の観点から、国民全体の喫煙率の低下を目指す目標

設定が必要である。

(5)ア ルコー ル

ア 指標の達成状況と評価

*中間評価時に設定された指標については 中間評価時の値と比較

策定時
*の

値と直近値を比較

A 目標値に達した

B 目標値に達していないが改善イ頃向にある

c 変わらない

D 悪化している
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○多量に飲酒する人の割合につぃては、改善はみられなかった。○未成年者の飲酒率 (月 に 1回以上飲酒 してぃるものの割合)は、男女
生も有意に減少 した。性別にみると、男性に比較 し女性の改善状況が低かつた。

○節度ある適度な飲酒の知識の普及につぃては、男性は改善傾向にあるが、女性は変わらなかった。

イ 指標に関連した主な施策
○未成年者飲酒防止に係る取組の推進
○アルコールシンポジゥムの開催
○ 「酒類に係る社会的規制等関係省庁等連絡協議会」の設置○未成年者の飲酒防止等対策及び酒類販売の公正な取引環境の整備に関する施策大綱
○「未成年者飲酒防止に係る取組につぃて」を警察庁、国税庁及び厚生労働省より発出

ウ 今後の課題
○生活習慣病対策 としてのアルコールの有害性に関する正 しぃ知識の普及が必要である。
○多量飲酒する人は減少 してぉらず、対策の強化が必要である。○アルコール分野の 3項目の指標の改善のため、簡易介入の手法開発や普及がなお―層推進されるべきでぁる。
○飲酒パターンやァルコール関連問題の定期的なモニタリングシステムの導入が必要である。
○今後は、未成年者における 1回に大量に飲むパターン (binge drinking)指標、アルコール関連問題が特に増加 してぃると推定される女性・高齢者の飲酒指標等の目標値の追加が考慮されるべきでぁる。OWHOの アルコールの有害な使用を低減するための世界戦略や地域戦略を日本の対策に反映する必要がある。
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(6)歯の健康

ア 指標の達成状況と評価

策定時
*の

値と直近値を比較 項目数

A 目標値に達した 5

B 目標値に達していないが改善傾向にある 7 (5)

C 変わらない 1

D 悪化している 0

E 評価困難 0

合計 13

*中間評価時に設定された指標については、中間評価時の値と比較

括弧内は、再掲を除く項目数

○幼児期の う蝕予防

フッ化物歯面塗布を受けたことのある幼児の割合は目標値に達し、う

歯のない幼児の割合は改善がみ られた。間食 として甘味食品 。飲料を頻

回飲食する習慣のある幼児の害1合 は、大きな変化はみ られなかつた。

○学齢期の う蝕予防

12歳児における 1人平均 う歯数、フッ化物配合歯磨剤を使用 している

人の割合、過去 1年間に個別的な歯 口清掃指導を受けた人の割合は改善

がみられた。

○成人期の歯周病予防

進行 した歯周炎を有する人の割合 (40、 50歳)は 目標値に達 し、歯間

部清掃用器具の使用する人の害1合 、喫煙が及ぼす健康影響 (歯周病)に
ついて知っている人の害1合は改善がみられた。

○歯の喪失予防

80歳で 20歯以上、60歳で 24歯以上の自分の歯を有する人の割合、

過去 1年間に定期的な歯石除去や歯面清掃を受けた人の害1合、過去 1年

間に定期的な歯科検診を受けた人の割合は、いずれも日標値に達 した。

イ 指標に関連 した主な施策

08020運動の推進

○ フッ化物洗 日のガイ ドラインの策定

○ 歯科検診の推進 (健康増進法、母子保健法、学校保健安全法)

○ 介護予防の推進 (介護保険法施行、介護予防事業 )
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ウ 今後の課題

○指標の大半は改善され、その うち半数が 日標値に達 したが、その達成

状況については地域差も認められてお り、また高齢化の進展に伴い咀唱

機能の重要性が一層高まっていることなどから、引き続きライフステー

ジに応 じた適切な う蝕・歯周病予防等の 「歯の健康」づ くりを進 めてい

くことが必要である。

○今後の高齢化を考慮 して、健全な食生活等生活の質の向上にも寄与す

るために、咀疇機能の維持・改善を図つていくことが一層重要 となって

いることか ら、こうした機能面等に着 目して評価の在 り方を検討す る必

要がある。

○小児の永久歯 う蝕予防については、地域の特性に応 じて、フッ化物歯

面塗布、フッ化物配合歯磨剤、フッ化物による洗口等の応用やシーラン

トの活用などを含めて総合的に推進 していくことが必要である。

○従来の日標項 目においては、高齢化の進展などを踏まえ、より的確に

把握できるよ う歯のlR・康の取組状況 についての対象年齢等 を含 めた評

価の在 り方について検討する必要がある。

○評価を行 うに当たっては、国レベルの指標の達成状況だけでなく、都

道府県での達成状況も考慮する必要がある。

(7)糖尿病

ア 指標の達成状況と評価

*中間評価時に設定された指標については、中間評価時の値と比較

括弧内は、再掲を除く項目数

16

策定時
*の

値と直近値を比較 項 目数

A 目標値に達した 2(1)

B 目標値に達していないが改善傾向にある 4(3)

変わらない 2(1)

D 悪化している 2

E 評価困難 1

合 計 (7)



○糖尿病検診の受診及び健診受診後の事後指導を受けている人の害J合

については、改善がみられた。

○糖尿病有病者数について、平成 22年における目標値を下回 り (目 標

達成)、 糖尿病有病者で治療継続している人の害1合については改善がみ

られた。

○糖尿病合併症を発症した人の数については、平成 22年における目標

を超えて悪化した。

○メタボ リックシンドロ~ム に関して中間評価で追加となつた項目に

っぃては、メタボリックシンドローム該当者・予備群の害1合は変わらず、

特定健康診査・特定保健指導の受診者数は平成 20年度及び 21年度の実

績値のみのため、評価困難であつた。

○なお、指標にはないが、糖尿病による新規人工透析導入患者数は、平

成 9年一平成 19年は増加したが、平成 20年からは歯止めがかかつてい

る。

イ 指標に関連した主な施策

○医療連携体制の推進 (医療計画)

○食事バランスガイ ドの策定 。普及啓発

○健康づくりのための運動基準・指針の策定、普及啓発

○特定健康診査 。特定保健指導の実施

○糖尿病等の生活習慣病対策の推進について (中 間とりまとめ)

ゥ 今後の課題

○糖尿病有病者数は増カロ傾向にあるが、年齢調整有病率に有意な上昇は

ない。むしろ糖尿病予備群の増加が問題である。

030歳代男性は糖尿病検診における異常所見者の事後指導受診率が、過

去 10年間で 40%か ら60%と 増加 してきたがいまだに低い。肥満者の増

加が著しい世代でもあり今後、健康増進対策の強化が必要である。

o糖尿病治療の継続率は 45%か ら 56%と 上昇しているが、今後どのよ

うな患者がドロツプアウトしているかの検討が必要である。

○糖尿病による新規人工透析導入患者数について、今後、減少に向かう

か注目するとともに、透析導入糖尿病患者の臨床像の検討が必要である。

○併せて、失明者数においても詳細なデータ解析をするとともに、その

原因を検討する必要がある。

17



(8)循環器病

ア 指標の達成状況と評価

○血圧平均値及び高血圧有病率は
`

過去からの改善傾向が続いてぃた。

S梶真黛虔L見[軍 =ξ章舘
]置
五性心疾患)は年齢調整値におぃては

葎声ば宰彙搬言L基 :l七 通「

血性心疾患の粗死亡率 。死亡数は高齢化に

〇服薬者を含めた高脂血症有病率は悪化した可能性が高いが、国民全体の総コレステロ_ノし平均値の悪化はみられなかった。○食塩摂取量は低下臥 峠 しれ 、

ぼ 」 殷 iで
し。 な`かった

:多 #繁 l;フ曇レ暑瞥ff雰羹熟度はかなり高かった。
イ 指標に関連 した主な施策

啓発

針の策定、普及啓発

危

○食育の
誓進 (食育基本法施行、食育基本計画の策定)

策定時
*の

値と直近値を比較

A 目標値に達した

B 目標値に達していないが改善傾向にある

C 変わらない

D 悪化してぃる

14 (5)
*中間評価時に設定された指標にっぃては、中間評価時の値扉ヒ較

括弧内は、再掲を除く項目数
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ウ 今後の課題

○血圧平均値、高血圧有病率の改善がみられるものの、有病率は高齢者

を中心に依然 として高く、国民全体での予防対策の強化が必要である。

今後、肥満の増加に伴 う血圧上昇が懸念 され、肥満対策が重要である。

また、食塩摂取量は目標に達 していないため継続 した対策が必要である。

○高脂血症有病率低下のため、飽和脂肪酸摂取低減等に関する普及啓発、

栄養成分表示などのポピユレーシヨン対策が必要である。

○カリウム摂取量は低下傾向にあり、血圧上昇への影響が懸念 されるた

め、野菜・果物摂取増加等の対策が必要である。

○健診受診率は女性や若年成人を中心に、さらに向上させる必要がある。

○循環器疾患死亡率は低下傾向にあるが、罹患率のモニタリングが必要

であり、疾患登録システムの構築等が求められ る。

(9)力れも

ア 指標の達成状況と評価

策定時
*の

値と直近値を比較 項目数

A 目標値に達した 0

B 目標値に達していないが改善イ頃向にある 3

C 変わらない 3(0)

D 悪化している 1

E 評価困難
0

合計
7 (2)

括弧内は、再掲を除く項目数
*中 間評価時に設定された指標については、中間評価時の値と比

撃

○果物摂取については悪化 した。

○がん検診受診者数は増カロし、一部検診については日標値に達したもの

の、その後設定 されたがん対策推進基本計画の目標値 (平成 23年度末

までに受診率を 50%にする)には遠 く及ばない。
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イ 指標に関連 した主要な施策
○がん対策の推進 (が ん対策基本法、がん対策推進基本計画、健康増進
法、医療計画)

ウ 今後め課題
○がんの予防、早期発見等、それぞれについて、医療技術に対する科学
的エビデンスをより積極的に作成することが必要である。エビデンスが
確立されたものについては、介入の方法についてもエビデンスを作成し、
それに基づいて対策を行っていくことが必要である。
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参考 1 全指標の達成状況 (一 覧)

B目 胴 理 していないが硼 頃剛こある CIわ らない
〕

〔鰤
it罰

7環F E鰤麟

1栄養・食生活

C

目標項目:¬ 1 固正体重を維持している人の増加 [月E満者等の割合]

脂肪エネルギー比率の減少 [1日 当たりの平均摂取比率]

食塩摂取量の減少 [1日 当たりの平均摂取量]

野菜の摂取量の増加 [1日 当たりの平均摂取□

C

目標項目:¬  2
B

目標
'賃

目:1 3
C

目裸項目11 4
D

目標項目:1 5
C

目標項目:1 6 自/7

朝子

量

家

一
外

んり 壽 l 休 重 コントロー ル を実 践 す る人 の 増 刀口 L夫政
'0

D

日標項目:1 7
査オス人の減′>f欠食する人の割合]

B

目標項目:1 8
B

目標項目:1 9
B

日標項目:1 10

ヘルシーメニューの提供の増加と利用の輌

^ヽ

学習の場の増加と参加の促進 [学習の場の数、学習に参加する人の割合]

C

目標項目:1 11
B

日標項目:1 12
C

目標項目11 13
C

目標項目:1 14
A

目標項目:1 15

2身体活動・運 功

B

日標項目:21 憲識的に運動を心がけている人の増加 憶 |

日常生活における歩数の増加 [日 常生活に

運動習慣者の増加 [運動習慣者の割合]

[運動習慣者の割合]

外出について積極的な態度をもつ人の増加
7「 中l― ′■ 1`^1-三

二三二二______一―一~~~~~~~~I三
_

|[地域活動を実施している人]

)歩数]

脚起立時間20秒 以上に該当する人の増加]

D

目標項目:22
C

目標項目:23
A

目標項目:24
A

目標項目125
D

目標項目126
B

日標項目127
A

(再掲)

日標項目:2 8
メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)を認知している国民の青‖百υ′項
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3休養 ,こころの健康づくり

目標項目:31 ストレスを感じた人の減少 [ス トレスを感じた人の割合]

目標項目:32
F林 養を十創ことれ乱 瑯 人の減少 比れれ り3真票覇

目標項目:33 補助品やアルコールを使うことのある人の減少 [睡 眠補助

目標項目:34 自殺者の減少 [自 殺者数]

目標項目:41
いての慟 獅 哉の数 蜘 っ_駄 の相

目標項目:42
萱

の喫煙をなくす [喫煙してぃる人のlll合 ]

目標項目:43
[分煙を実施

`彎

′暫罰
目標項目:44 禁煙支援プログラムの普及 [禁煙支援プログラムが提供されてぃる市町村の割合](参考指標 )

目標項目:4 をやめたい人がやめる 参考

5 アル コー ル

目標項目:5 1 多量に飲酒する人の減少 [多量に飲酒する人の割合]

目標項目:52
萱

の飲酒をなくす 檄 酒し乱 るヽ人の詢

目標項目:5 3 酌蜘識の普及蜘ってぃる頂五罹羅覇

目標項目:6 1
型里2生量夕

児の増加 D歯のれ 幼ヽ児の割合

“

轟

目標項目:62
犀召

ヒ物歯面塗布を受けたことのある幼児の増加 [受 けたことのある幼児の割合(3

目標項目:63 昴魯ヤi繰覧学
料

目標項目:6 4

「

人平均う歯数の減少 [1人 平均う歯数(12歳 )]

目標項目:65 学童期におけるフッ化物配合歯磨剤の使用の増加 [使用している人の割合]

目標項目:66 個別的な歯口清掃指導を受ける人の増加 [過去¬年間に受けたことのある人の311合 ]

目標項目:67 進行した歯周炎の減少 [有する人の割合]

目標項目:68 歯間部清掃用器具の使用の増加 [使用する人の割合]

喫煙が及ぼす健康影響にっぃての十分な知識の普及 [知ってぃる人の割合]
‐ ‐ ‐ ‐ ― ¨ ‐ ‐ ― ‐ ‐ ― ‐ ― ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ― ‐ ― ¨ ― ― ‐ ― ‐ ‐ ‐ ‐ ¨ ‐ ― ‐ ― ‐ ― ― ― ― ― ―

―

禁煙支援プログラムの普及(禁煙支援プログラムが提供されてぃる市町村の311合 )

目標項目:611
哭雰罰習ド

以上、60歳 で24歯 以上の自分の歯を有する人の増加 [自 分お音を者了τ

目標項目:612 期的な歯石除去や歯面清掃を受ける人の増加 [過去1年間に受けた人の割合]

目標項目:613
「

期的な歯科検診の受診者の増加 [過去1年間に受け[頂罵層羅再
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フ 糖尿病

C
(再掲)

日標項目:7 1
成人の肥満者の減少

日常生活における歩数の増加

質:量ともに、バランスのとれた食事

1鼈 同痛綸診の受診の促進 [受 けている人の数]

D
(再掲 )

目標項目:7 2
B

(再掲)

目標項目:7 3
B

目標項目:7 4

糖尿病検診受診後の事後指導の推進 [受けている人の割合]

糖尿病有病者の減少 (推計)

踵 膠病右病者の治療の継続 麟 継締
`る

人口 創

B

目標項目,7 5

A

目標項目:7 6

B

目裸項目:7 7

一
櫛

瓦

D

目標項目:7 8 t病 合併症の減少

ボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)を認知している国民の割合の増加 A
(再掲)

日標項目17 9
C

目標項目:7 10 夕がマックシンドロTt(内閣曹謹1曇ξ謳甦:解桑疑郵電群占恩
“

o～ 7硫 )]

1`"■ ‐ 沖 静 L僣
^呂

診 者

目標項目:7 1¬ 菫
|ボリックシンドローム(内臓脂肪圧候群りの概Lτ好ハ

7/E愕 哭 病

再掲)

ヨ標項目:81 食塩摂取量の減少

カリウム摂取量の増加 [1日 当たりの平均摂取量]

1成 人肥満者の減少く適正体重を維持している人の増加>

B

D

目標項目:32
C

(再掲 )

目標項目18 3

運動習慣者の増加

高血圧の改善(推計)参考

たばこ対策の充実

1高 脂血症の減少 [高 1目 血症の人の割合]

C
(再掲 )

日標項目:8 4
B

目標項目185
B

(再掲 )

日標項目:8 6
C

目標項 目:8 7

A
(再掲 )

日標項目:8 8
糖尿病有病者の減少

C
(再掲 )

日標項目:8 9
数酒対策の充実

購康診断を受ける人の増加 [検診受診者の数]
B

目標項 目:8 10

牛1チ 習IEの 改善等による循環器病の減少(推計)
B

目標項 目:8 11

メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)を認知している国民の増加 A
(再掲 )

日標項目:8 12
C

(再掲 )

日標項目:8 13
raずソγ空ィドャ今(賢壁盟理躙 メ(霧混

`」

;l鮮 Iチ∫
_.[.3E… 診者

E
(再掲 )

日標項目:8 14
メタボ リックシ ン ドロー ム (内 臓 脂 胴 IIE秩 おり υフ傷 ふ て守 ハ レ′―嘔 口′ 1か :ル … ● ~~‐

数の向上
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たばこ対策の充実

目標項目:94 1日 の食事において、果物類額 取している者の増加 [操取している人の割合]

脂肪エネルギー比率の減少

目標項目:97 がん検診の受診者の増加 [検診受診者数]

参考2 各分野の指標 (再掲を含む)の分野間の関連
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自治体 等 の取組状況の評価

(1) 自治体における健康増進計画の策定状況

都道府県及び市町村においては、住民の健康増進に関する施策につい

ての基本的な計画である健康増進計画の策定が進み、平成 14年 3月 に

は全ての都道府県で健康増進計画が策定された (表 2)。

また、市町村については、中間評価の際の平成 18年 7月 時点におい

て全 1,859市町村のうち 1,001の市町村 (約 54%)で健康増進計画が策

定されていたがヽ平成 22年 12月 時点では全 1,750市町村のうち 1,333

の市町村 (約 76%)で策定されていた (表 2)。

なお、市町村において健康増進計画が策定されていない理由とし
,て

、

当該自治体の規模や体制、職員のマンパワ~不足などが一部にみられる

が、今後はこうした背景を分析するとともに、健康増進計画の策定が進

むような体制の在 り方についての検討も必要である。

(2)自 治体における健康増進施策の取組状況

ア 都道府県における取組状況

47都道府県全てから回答があつた。

健康増進施策の推進体制について、庁内に部局横断的な組織体制がある

と回答 した害1合は 32%に とどまる一方、関係団体、民間企業、住民組織が

参加 した協議会・連絡会等があるとの回答は 98%に達 した (図 2)。

また、地方計画の評価を行 う体制があると回答 した害1合が 98%、 これま

でに中間評価等の評価を行つたことがあるとの回答も 98%み られ、評価の

体制が整備 され、中間評価も実施 されていた (図 2)。
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自治体における健康増進計画策定状況
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47(100%)
平成 14年 3月 末現在   (47)

1,ool(54%)

1,333(76%)

平成18年 7月 1日 現在 (1,859)

平成22年 12月 1日 現在 (1,750)



庁内に部局横断的な組織体制がある
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た

地方計画の評価箭 ぅ体制がある

これまでに中間評価等の評価を行ったことがある

図2 健康増進施策の推進体制及び地方計画の評価の状況 (都道府県)
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図 3 健康増進施策の取組状況 (都道府県)
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イ 市町村における取組状況
調査対象となる市町村 (政令市・特別区を含む)は、東日本大震災による被害の大きぃ岩手県、宮城県、福島県の各県の市町村を除く市町村 (ただし宮城県仙台市は調査対象に含めている)と し、1,623市町村中 1,484市町村から回答があった (回収率 91.4%)。
健康増進施策の推進体制について、庁内に部局横断的な組織体制があると回答 した割合は 25%に とどまり、関係団体、民間企業、住民組織が参加した協議会・連絡会等があるとの回答は 67%だった (図 5)。
また、地方計画の評価を行 う体制があると回答した割合が 60%、 これまでに中間評価等の評価を行ったことがぁるとの回答が 45%み られ、評価の体制が整備され、実際に評価を行ったことがあるのは約半数だった (図 5)。

図5 健康増進施策の推進体制及び地方計画の評価の状況 (市町村 )
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図6 健康増進施策の取組状況 (市町村)
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1取組状況
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ている 139団体のうち、 回答

疏譲席祝Lttζ富][、L籠

図7 健康日本 21の推進の取組体制 (関係団体)

担当者を決めた

年度ごとに計画を立てて、取組を行った

取組の評価猜 った

他の機関や団体との連携梱 った

自分の団体のホームベージなどで取組を公表した
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図8 健康増進施策の取組状況 (関係団体 )
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(4)指標の達成状況と推進に関する取組状況
各分野の代表項目ごとに、指標の達成状況と、都道府県及び市町村、団体

の推進に関する取組状況を整理 したのが表 3である。「メタボリックシン ド
ローム (内臓脂肪症候群)を認知してぃる国民の割合の増加」のように、指
標の達成状況の評価が高く、取組状況の割合も高いものがある一方、「朝食
を欠食する人の減少」及び「日常生活における歩数の増加」のように、取組
状況の割合は高いが、指標の達成状況の評価が低いものもあり、今後は、各
自治体の最終評価において指標の達成状況が明らかとなり、それらを含めた
分析が実施されることが望まれる。

玖 :目 裸御礎 した 隣 目細 碇 trtヽないが、改善傾向こある 崚 ゎらない 哺 化している ●評価困墨

表 3 代表項目に関する指標の達成状況と推進に関する取組状況

推進に関する取組状況

夕型イとと

讐町21隻卜n10声で20歯以上、60歳で24歯

メタボリックシィ三亘==て丙爾靡轟雨百百澤,Σ該
候群)の概念を導
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Ⅳ  おわりに

一次期国民健康づくり運動に向けて一

最終評価において検討された、次期国民健康づくり運動 (以下「次期運動」

という。)に向けて、現状を踏まえた今後の方向性について、以下のとおり整理

し示すこととする。

(1)次期運動方針の検討の視点

次期運動方針の検討においては、次の 5つの視点が重要となる。

① 日本の特徴を踏まえ 10年後を見据えた計画の策定

日本における近年の社会経済変化 とともに、急激な少子高齢化が進む中

での 10年後の人口動態を見据えた計画の策定を行 う。その際、長期的計画

のもとに、短期的な課題解決が可能な枠組とする。

② 目指す姿の明確化と目標達成へのインセンティブを与える仕組みづくり

最終的に目指す姿から具体的な内容を位置づけていく構造に工夫する。

その際、自治体や企業、医療保険者等関係機関の長が積極的に進めようと

する目的意識や日標達成へのインセンテイブとなる仕掛けを組み込む。

③ 自治体等関係機関が自ら進行管理できる日標の設定

目標 とされた指標に関する情報収集に現場が疲弊することなく、既存

データの活用により、自治体等が自ら進行管理できる日標の設定や体制づ

くりを行 う。

④ 国民運動に値する広報戦略の強化

国民運動として推進するためには、民間企業等を巻き込んだ強力な広報

戦略が必要であるとともに、健康に関する誤解を減らし、より理解しやす

いメッセージとするため、広報戦略を強化する。

⑤ 新たな理念と発想の転換

次期運動の方針の検討に当たつては、これまでの 9分野の分類設定や理

念にとどまらない発想の転換が必要である。例えば、「病気や障害があつて

も一病息災で相当に生きられるアプローチ」や、「個人の健康設計における

『 こうすべき型』から『 こうありたい型』への転換」などがあげられる。
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(2)次期運動の方向性

時代の変化へ対応 した次期運動の方向性及び課題 として、次の内容が考
えられる。

① 社会経済の変化への対応     ・
・家族・地域の絆の再構築、助け合いの社会の実現 (東 日本大震災から
の学び等)

。人生の質 (幸せ 。生活満足度等)の向上
。健康を守るための環境への積極的な働きかけの実現
・全ての世代の健やかな心を支える社会の在 り方の再構築
・健康の基盤を築くことのできる家庭の在 り方の再構築
・健康 リスク・環境 (放射線暴露 )、 危機管理 (災害・感染症・食品安
全)への対応

・貧困等の様々な生活条件への配慮や健康格差の縮小

② 科学技術の進歩を踏まえた効果的なアプローチ
・進歩する科学技術のエビデンスに基づいた日標設定
・個々の健康データに基づき地域 。職域の集団をセグメン ト化 し、それ
ぞれの対象に応じて確実に効果があがるアプローチを展開できる仕組み
。長寿遺伝子の活性化、がんワクチン、テーラーメイ ド医療および予防
等の最新技術の発展を視野に入れた運動の展開

③ 今後の新たな課題 (例 )

・体養 。こころの健康づくり (睡眠習慣の改善、働く世代の うつ病の対
策 )

。将来的な生活習慣病発症の予防のための取組の推進 (低出生体重児の
出生の予防、子どもの健全な食生活、運動・活発な余暇身体活動の実践
への強化 )

。生活習慣に起因する要介護状態を予防するための取組の推進 (年代に
応 じた食事の質の改善、生活機能低下予防、ロコモ予防、認知機能低下
予防)

。高齢者、女性の健康
・肺年齢の改善 (COPD、 たばこ)

。重症化予防及び二次予防での対応後の再発防止に向けた予防方策の在 り
方
。健診データに基づく国民一人ひとりの自己健康管理の積極的な推進
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○

○

○

健康日本21評価作業チーム 開催概要

○ 第 1回 健康 日本 21評価作業チーム
開催 日 :平成 23年 3月 14日 (月 )

議 事 :1 健康 日本 21の進捗状況につぃて
2 健康 日本 21の評価作業の進め方につぃて

○ 第 2回 健康 日本 21評価作業チーム
開催 日 :平成 23年 5月 26日 (木 )

議 事 :1 健康 日本 21の 目標値に対する直近実績値の現状とその評価につぃて

2 地方自治体、団体の取組状況調査票につぃて

○ 第 3回 健康日本 21評価作業チーム
開催 日 :平成 23年 7月 14日 (木 )

議 事 :l 178康寿命につぃて
2 壮年期死亡等につぃて

第 4回 健康 日本 21評価作業チーム
開催 日 :平成 23年 8月 12日 (金 )

議 事 :l 健康 日本 21の 6分野の評価につぃて

第 5回 健康 日本 21評価作業チーム
開催 日 :平成 23年 9月 8日 (木 )

議 事 :1 健康 日本 21の 3分野の評価につぃて2 自治体 。団体の取組状況等につぃて3 次期健康づくり運動に向けた評価につぃて

第 6回 健康 日本 21評価作業チーム
開催 日 :平成 23年 10月 7日 (金 )

議 事 :1 「健康 日本 21」 最終評価 (案)につぃて
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分野別評価シー トについて

○健康 日本 21の策定時及び中間評価時に設定された 9分野の目標項 目80項 目 (参考指標

1項 目及び再掲 21項 目を含む。)について、以下 (1)～ (5)の ように分析・整理した。

(1)直近実績値に係るデータ分析

・直近実績値がベースライン値に対してどのような動きになつているか分析。

(2)データ等分析上の課題

・調査・分析する上での課題 (調査手段、方法、分析材料等)が ある場合、記載。

(3)その他データ分析に係るコメント

。上記 (1)、 (2)を除く最終評価に必要と思われるデータに係るコメントを記載。

(4)最終評価

。最終値が目標に向けて、改善したか、悪化 したか、等を上記 (1)～ (3)を踏

まえ、総合的に記載。

(5)今後の課題及び対策の抽出

。最終評価を踏まえ、今後強化 。改善すべきポイン トを記載。

oベースライン値もしくは中間評価の値 と直近実績値の比較にあたつては、原則として

有意差検定を実施 し、その結果については「別添 分野別評価シー ト」の 「(1)直近実

績値に係るデータ分析」に記載するとともに、分析上の課題や関連する調査 。研究のデ

ータの動向も踏まえ、日標に対する達成状況について、以下A～ Eに従い、評価を行つ

た。

また、再掲の日標項目に関しては、最終評価を括弧書きで示した。

○分野別評価シー ト中に記載されている図表については、分野別評価シー ト資料集に

りまとめた。
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目標値に達した

B 目標値に達していないが、改善傾向にある
策定時 (若 しくは中間

評価時)の値と直近値

を比較
C 変わらない

D 悪化 している

E 中間評価時に新たに設定した指標又は把握方法

が異なるため評価が困難



1 栄養・食生活

|

|

|

|

|
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1栄 養・食生活

目欅項目J、 1消
≡1璽翻 詣 面:調 製 Lダ

割 熙 lド
註 、麟 者:BⅢが25雌 Ot、 や世 BⅢ酌 35納

"、
BMI(B●dv M● o● lnd●x):体菫(kg)/[身長(mx

目欄饉 温 ‰誤割 中国

"価(平成10年 国民仁廉・榮姜■D
巨返 買 ロ ロ

(平虚

"=ロ
ロ

“

由・受彗 ■書 )

1 la児童 ,生 徒の肥満児 フ%以 下 102%

1lb 20歳 代女性のやせの 者 15%以 下 233% 214% 223%

11● 20～ 60歳代男性の肥 満 者 15%以 下 243% 290% 31 フ%

1ld 40～ 60歳代女性の肥 満 者 20%以下 252% 246%

コメント

・直近実』琶‖蟹1場語31`ド写してどの
8昂需II瑠勢眠Л望残罫暫卍署霜孔修爺

化はみられなかつた(片側朧=錮の。
0"～∞歳代男性の肥満者の割合は箸讐牲亀嘉た縫,渾満舌檀響:児再:2の

。
040～ 60歳代女性の肥満者の割合は有意に減少した(片側P値 =0007)。

(2)データ等分析上の課■

蟹雰響栞島事務詠亀長3翼野1調請手段、方

(3)そ の他データ分析に係るコメント ど 城 男 耐 瑞 鵠 ヌa間 器 製 ♂ L下薄
化したが、平成柁年以降の肥満者の割合の増加傾向

(4)最終評価

島囀窮緊品経鼎留:て
改ヽ薔したか、悪化L

鷺言
020歳代女性のやせの割合は変わらない。

C

・最終評価を饉まえ、今後鶴 薔,すべ
:
1-4)。

1栄姜・食生活

ヨ欄項目:1 2月日肪エネルギー比率の減少 [1日当たりの平均摂取比刹 (胸助ェネルギー比率:総摂取エネルギーに占める鮨肪からのエネルギこの割合)

日欄値 聾露渇三うぶ

`   | (旱
ml組露 止口島 口返0栞薇暉

(平 麟閣 年目民健康・彙
=口

D
12a20～ 40歳 代 25%以下 2フ 1%      1      267% 271%

コメント

(1)直近実績値に係るデータ分析
.E近実績饉がベースライン値に対してどの
ような動きになつているか分析。

U有恵な変化はみられなかつた(片側 Pi直 =050)。

(2)データ等分析上の際■

凝雰瑶靖離岡檸諭亀磋剛尾:艦手段、方

(3)そ の他データ分析に係るコメント

○男性より女性で高い。       ~

8膳鰐解酬軸 こ説努魃 鴨購財躍Лt瀕 8筆嵩螂 装をし、

(4)最終評価

嵩椰 副:て
PヽA・したか、E4Lし

○変わらない。

C

・最終評価を騰まえ、今後強駐覧 薔守すべ
8盟欺 ぶ当傷 嵐

率が30%以上の者の割合l」l、 男女とも20歳 代で最も高く(図 1-5)、 この世代へのアプ



1 栄養・食生活

目標項目:13食塩摂取量の減少 [1日 当たりの平均摂取ヨ

日欄饉 綺藉撼躍色酬    | (平由6年占盟震‐彙姜口D 口近栞ロロ
(平 贖コ 年口民健壼・栄姜■D

成人 10g未 満

コメント

(1)IE近実績値に係るデータ分析
・直近実績値がベースライン値に対してどの
ような動きになつているか分析。

Э有意に減少した (片 側 P値 <0001)。

(2)データ等分析上の環■
・田壺・分析をする上での課題(■査手段、方
法、分析材料等)がある糧合、記載。

(3)その他データ分析に係るコメント

〇男性より女性で低く、女性では99gまで減少。
O男女ともいずれの年代でも減少している。
○直近値では、男女とも60歳 代で最も高い(男 性:124g、 女性 :105g)。

O食塩の供給源は調味料が約7割を占め、この10年間で変化はない。

(4)最終評価
最ヽ終饉が目標に向けて、改善したか、懸イヒL
たか等を簡潔に3a戯。

Э目裸に向けて改吾したが、日裸値には達していない。

B

(5)今後の課題及び対策の抽出
・最織評価を踏まえ、今後強化,改善等すべ
きポイントを簡潔に記載.

○これ以上の減少については、個人の努力だけでは限界があることから、食早内容や量の調整ができるよう
栄養成分表示の義務化や、食品に含まれる食塩含有量を減らすための企業努力を促す環境介入も必要であ
る。

1 栄養・食生活

目欄項目114野菜の振取量の増加 [1日 当たりの平均摂取コ

目格燎 龍 2色三習郵営』     |   (平成lo年ご盟 、最
=口

.l (平威コL留騎認駐姜口D
14a成 人 350g以 上 292g 295g

コメント

(1)直近実績値に係るデータ分析
・直近実績値がベースライン値に対してどの
ような動きになっているか分析.

Э有意な変化はみられなかつた(片側Pl直 =028)。

(2)データ等分析上の凛■
・口壺・分析をする上での瞑題(口査手段.方

法、分析村科等)がある場合、認●.

(3)その他データ分析に係るコメント

D直近恒では20歳 代で最も低く、242gである。

(4)最終評輌
・最終値が目爆に向けて、改善したか、懇イヒL
たか,を簡潔に記載。

Э変わらなし

C

(5)今後の課■及び対策の抽出
。最終評価を職まえ、今後強化,改善守すべ
きポイントを簡潔に記載.

O毎 日野菜料理をたつぷり(1日 小鉢5皿、350g程 度)食べることについて「するつもりはあるが、自信がない」と
回答した人の割合は290%、「するつもりがない」は61%であり、対象者の状況に合わせた支援が必要であ
る。



1 栄養 `食 生活

ヨ標項目:1 5 カルシウムに富む食品の摂取量の増加 [1日 当たりの平均摂取量(威人)](カルシウムに島む食晶:牛乳・乳製品、三饉、繰貴色野菜)

目標値 昌麗恩2色I鶴 lV由 0年硼 彙曇■D
口返買

=ロ(平 J訥 年口罠健壼・彙姜口D
15a牛 乳・

=L製
品  130g以 上

15b豆 類      100g以 上

15o緑責色野菜  120g以 上

コメント

(1)直近奥組IEに係るデータ分析

麗堀器事里乳鶴 摯:議
してどの8豊髪ぼ脚 翻 見軋 占y5f∞m。 一

〇緑黄色野菜に有意な変化はみられなかった(片側Pイ直=028)。

(2)データ等分析上の諷■

ど雰翻 翻 糖手段、方

(3)そ の他データ分析に係るコメント 兄贈爆R謙暑潔躍鷲象:鷺『麟麦らもη献で最都く動は
“
ま緑黄餌爾ま引gであ]…

(4)最終評価
・最|1値が目橿に向けて、改善したか、悪化し
たか年を簡潔に配載。

Э緑貢色野菜は変わらないが、牛早L・ ,L製品、豆類は悪化し爛π蕊戸
~

D

15)今後の課■及び対策の抽 出

期 編嘉錦高響 強化・改善等すべ

1 栄養・食生活

目標項目:16 自分の適正体菫を巳臓し、体菫コントロールを奥餞する人の増加 [実践する人のtu旬 (適正体菫:「 I身長(m)12× 22」 を楓率(BMl=22を 標準とする))

目籠饉 菫菫llのベースラインは
(平 n10こ 口 E螢菫 ■ 輛

中間椰価
(平 成10年目民健慮・彙曇口D

壼壼賓艘値
(率 コい と口晨●■・壺彗口い

16a男 性 (15歳 以上)9o%以 上 626% 602% 677%

16b女 性 (15歳 以上 )9o%以上 801% 703% 763%

コメント

∫ど           ニナしてどの
ような動きになつているか分析。

0男性(15歳 以上)では有意に増加した(片側P値 <0001)
○女性(15歳 以上)で は有意に減少した(片側Pi直=0001)

(2)データ等分析上の課■

晨雰解補肇:″際電驚留電:艦手段、方

(3)そ の他デ→ 分析に偲るコメント XT詞濯薄雛 舅偽鴛喘轟なT會鑑:轟鳳f凝

(4)最終評価

ふ籍農路請譜漕ヨ剛:て
崎ヽしたか、馴ヒL 晃朧耀纂Fこ濯樹

ま改吾しており、女性は悪化しているが、いずれt

C

孵貼麟覇澪鵬"す
べ



栄養'食生活

1標項目117朝食を欠食する人の減少 [欠食する人の割合]

日櫃饉
策定■のペースライン儘
(平 胸 年目民栄姜瞑D 椰由6年ぶ躙・経■つ

直近栞颯g
(平 J21年 口罠儘壼・彙姜口D

17a中 学、高校生    0% 60%

17b男 性(20歳 代) 15%以 下 329% 343%

17o男性(30歳代)15%以下 205% 259% 292%

コメント

・亡近実崚謡』渋世駿奪存ず稚憎Ъしてどの覇雨曜爾硼:S射

"剛

え

It]7静苦:L鳥『麟lJ、韻鷹手段、方蚕孟覇肇漕颯瀬言誠::翼
8導靭ゝ民電職晏獅叩君り1]i:::Ifi::1島

であるため、比較には注意を要する。

(3)その他データ分析に係るコメント 饗曇ガ精で〕fR義雛策薩i31%嘉
:勇躙 モiギ緻霧優撫ぞ11え薩‰など

ヒめの支援も必要である(図 1-6)。

1盆翻 駄 に向けて、改善したか、馴 ヒL

たか等を簡潔に記載。

剛 瞥膝粽黒描鼻ξtt」娑誇「
らない力ヽその副含

D

鴨ま薔守すべ

目謳日」8晟π亡を[蒲ヤ音:先守お重NI製 認課惑晦 緊峰:2畑
上で楽しく309嘘かけてと秋州倒

牛をみたす食事)

18a成 人 70%以 上

していない。



目相項目:19外食や食品を購入する時に栄養成分表示を,考にする人の増加

"考
にする人の割合]

19a男 性 (20～ 69歳 )30%以 上

19b女 性 (20～ 69歳)55%以上

こ増加した(片側P値く0001)。

邸I轟銚職櫻艦手段.方

標値に達した。

促す制度の見直しも必要である。

目欄項目:1 lo自 分の遭正体菫を織持することの‐ る食事量を理解している人の増加 口解してぃる人の割合1

110a成 人男性 80%以上 656%(参 考値 )

110b成 人女性 8鰯以上 730%(参考値)

8震炎晏糧喜|ま暑暑に嬉1:した1毎柵:1暑妥::881}:



1.業養・食生活

日欄項目:1.11 自分の食生活に問題があると思う人のうち,食生活の改善な数のある人の増加 〔改善な欲のある人の鶴合]

日標饉
策定時のペースライン壼
(率 由 年□慶彙

=■
D

中間椰籠
(平 成10年目晨健康・彙姜口0

口鼈凛ロロ
(平 咸21年目罠健康・彙■■つ

1 1lo成 人男性 80%以 上 588%

1 1lb成 人女性 80%以 上 695%

コメント

(1)lE近実績値に係るデータ分析
・lE近実績値がベースライン値に対してどの
ような動きになつているか分析。

0威人男性では有意な変化はみられなかつた(片 pllPI直 =0089)。
O成人女性では有意な変化はみられなかった (片側Pl直 =017)。

(2)デ ータ等分析上の謀題
・■主・分析をする上での口選〈躙査手段、方
法、分析材料■)がある場合、記載。

3)その他データ分析に係るコメント

O食生清の改吾を特に考えていない人の副合が最も多い年代は、ベースラインlILでは男性の30歳代
(294%)、 女性の40歳代 (200%)であり、直近値では男性の40歳代(219%)、 女性の20歳 代 (174%)である。

14)最終評価
最終饉が目楓に向けて、改善したか、悪化し
しか年を簡薫に配載。

υ男女とtl変 わらない

C

(5)今後の諫■及び対策の抽出
・最綺評価を離まえ、今後強化・改善等すべ
きポイントを簡素に配載。

1 栄姜・食生活

目檬項目:1 12 ヘルシーメニューの提供の増加と利用の促■ 1提供数、利用する人の割合]

(ヘルシーメニューの提供:綸食、レストラン、食品発jlにおける、食生活改薔のためのパランスのとれたメニューの提供)

日椰償
策定leのベースライン籠
(平 成12年 口農彙豊口0

中間■価
(平 成lo年口農腱壼・彙姜口0

直近実饉饉
(平 コ熟年口罠腱壼・彙彗■D

112a男 性(20歳 ～59歳 )50%以 上 344%

112b女 性 (20歳 ～59歳 )50%以 上

コメント

(1)直近実績値に係るデータ分析
,直近奥線値がベースライン値に対してどの
ような動きになつているか分析。

O男性(20～ 59歳 )で は有意に増加した(片側P値 =0002)
○女性(20～ 59歳 )では有意に増加した(片側P値 <0001)

12)データ等分析上の課題
■査・分析をする上での■題(■査手段、方
去、分析材料等)がある場合、記載。

(3)そ の他データ分析に係るコメント

(4)最終評価
・最終値が目標に向けて、改善したか、悪化L

たか等を簡潔に記載。

Э男1■ (20～ 59歳 )は 目標に向けて改吾したが、日裸lILに は達していな
ハ。女性 (20～ 59歳)は 目標値に達した。

B

(5)今後の課■及び対策の抽出
・最織評価を踏まえ、今後強化・改善等すべ
きポイントを簡潔に記載。



1 栄賽 '食生活

ヨ標項目:1.13 中習の場の増加と,加の但違 [学口の場の数、学習に多加する人の割合]〈 学習の場:地摯、職壌において健康や栄養に関する情報を得られる場)

目颯饉 策定時のベースライン値
(平 由 2年目民兼姜口D (平成10年 ご出目F彙姜■勘 (平虚口翻竪闘圏「 L姜口D

113a男性(20歳 以上)lo%以 上

113b女性 (20歳 以上)30%以上 153%

コメント

(1)直近実績IEに係るデータ分析
・直近奥籠値がベースライン値に対してどの
ような助きになつているか分析

`

0男性(20歳 以上)では有意に増加した(片側P値 =0001)。
O女性(20歳 以上)では有意な変化はみられなかった(片側P値 =0067)。

(2)デ→ 等分析上の課題
,調査・分析をする上での課題〈■査手段、方
去、分曝壌料専)がある場合、配載.

(3)そ の他デ→ 分析に係るコメント

(4)最終評価
,最終値が目欄に向けて、改●したか、悪化し
たか等を宙潔に記載.

∪男ll t20蔵 以上りほ日裸に同|すて改吾したが、女性(20歳 以上)は変わ
らない。

C

(5)今後の課目及び対策の抽 出

鼻靭蹴扉濡警化・改鶴すべ

1栄 養・食生活

目相項殷 ■‐
選 夕溜 :詭需″化

=で

3槙響選爆殺 高 ♀継 習や活動な 自主畑こ取り組槌 風 地嘲 ●に企業つ

目籠値 定l10ペ ースライン値
曖12年 目農彙

=口
わ

中田椰価
(平成10年 口農健康・彙羞■m

直近貴腱●
(平 口勁 年目民健康・彙養口D

114a男 性 (20歳 以上 )5%以 上 35% 39%

114b女性 (20歳 以 上 )15%以 上 84%

コメント

:1)直近奥組饉に係るデータ分析
,直近実績値がベースライン値に対してどの
たうな勁書になっているか分析。

8晏種あ:犀段土すモぼ霜媛提催|ゴ:ゞプ顎ぱ苛1臨値=020。

(2)データ等分析上の屎■

蟹雰群響鷲習蔑滅顔静Hrヽ出魔
手段、方

3)その他データ分析に係るコメント 屋B屍男民祗蟄 傘E感銘房ア已聯
自主カレープであるボランティアの数は、平成1時

いる。

(4)最終評価
・最終値が目標に向けて、改薔したか、悪化L
たか年を簡潔に配載。

○男性(20歳 以上)は 目標に向けて改善したが、女性聰0買巨用師薇変わ
らない。

C

(5)今 後の課目及び対策の抽 出
・最終評価を饉まえ、今後強化・改善等すべ

書ポイントを簡議に記載。



1 栄養'食生活

目標項目:1 16メタポリックシンドローム(内臓鮨肪症候群)を菫知している国民の割合の増加

目欄饉 策定leのベースライン饉      1         中国澪価
口近の奥績饉

(平虚 1年食■0鴨
諄掃

に■すo世論■壺

115o20歳 以上 80%以上

コメント

(¬ )直近実績Inに係るデータ分析
・直近実績値がベースライン値に対してどの
ような動きになっているか分析。

0平成18年度の773%か ら平成21年 度は927%と、154ボイント高くなつている(図 1-9)。

(2)データ等分析上の課■
.■童・分析をする上での鰈題(田査手段、方
は、分析材料専)がある場合、記載.

(3)そ の他デ=夕分析に係るコメント

O第 2次食育推進基本計画において、「メタポリックシンドロームの予防や改善のための適切な食事、運動等を
継続的に実践している国民の割合の増加」が新たな目標として設定された (現状値 :415%→目標値:50%以
上 )。

(4)最終口個
・最終値が目標に向けて、改善したか、悪化し
たか等を簡課に配載。

0日 程値に達した。

A

(5)今後の課題及び対策の抽出
・最終評価を臓まえ、今後強化・改善等すべ
きポイントを簡潔に記載.



2 身体活動・運動
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la男 性 63%以 上

ib女性 63%以 上

では有意に増加した(

く〔0001)。

<0001)。

糧・年 齢 悧 別 に

である(図 2-1)。
男女とも60歳 以上では目標値に達している(図 2-1)。

こ向けて改善したが〔頂霧稲正薇置τttπ夏瓦

J暉響印唖理ま

`,_ 

後強化・改善0すべき言[麒嚢[轟
鳥冨鷲お暑::讐縄異務魯愧

歯るここガも愛菱:

目:22日 常生活における歩敗の増加 [日 常生活における歩蜘

2b女 性 8300歩 以上

晏腰躍]E脇した1珊:腰師

FI薦轟議懸籠手段、方愁翼鼈 諸:]『ξ]:Z誕鼈 =盤五薇曇斑]剛
?襦魔瑠艶鯖魂:話義瑠輩縁,h騒1童ご瞥£ぽ異臨 織月

(4)最 終膵価

』肝響彗壽評層詔卍:て
改ヽ●したか、思化し

蘇蠅』攀 鼈 扉蔓郡藝電型爵写r雛ギ羅鶏騒爵奄現霧少は運動・身体活動の分野において最も懸念すべき問題であり、早急に重点的な対策を実施する必要があ

飯曇F運
動習慣の有無などによる個人差が大きいので、平均値ではなく、Oo歩以下の人を減らす、等の方策

Eラ粥3塾ダ鵠鶴『風∬郷椰猛鋤.諄う窃尋稀母なな
場鍵剛 鐵 1朧景紗 するき発憲ど疏えぎξ落裸柵爾〃る機 1

宴奨是8儡班換集し19督「
乱堵ER梅認撫F躍風全蹴∫誌量?属訴潔電薔墳鷲 辟因

3漏黎誰 1早菫壁婿tiこ
率が自戻」籍習慣運動、特定保健指導などを通して、歩数増加のための支援を特に



身体活動・ヨ動

日欄項目:23 週勲口慣者の増加 〔遭勁習慣者の割合](遭勲習慣者:1回 30分以上の菫動を、週2回 以上実施し、1年以上持続している人)

口
`也

贅定||のベースラインt
(平成o●□塵贅

=口
D

中口椰●I

(平成10年目罠腱は '棠姜口■)

E近栞

“

ロ
(平 成21年国民健康・棠姜n■l

3a男 性 39%以 上 286% 309% 322%

女1■ 35%以上

コメント

罪聰 郡島し…
楊 箋霰絣 f激鯛[帷駆牌傑羅鰈[[1宦
きに減少するなど、性・年齢階級別で変化に違いがみられた(図 2-2)。

邸:缶重‖静:l:‖ll翼臓手段、方

(3)そ の他データ分析に係るコメント

昴 異なるため、この10年 間の調査対象の高齢者の増加と年代

弓1の変化の違いを勘案する必要があると考え、年齢調整を行つたところ、男性、女性とも運動習慣者の増加は見ら

れなかつた。

12麒駄に向けて、71●したか、BILし
たか守を目潔に記

"。

Э男女とも変わらない。

C

9凛諄罐溜冒留野蹴蠅隠翻計機薔等すべき
ポイントを簡潔に記載。

ている(スポーツライフデータ2011)。

9を5兼指錯慰減雅鮮霧獅 戯鶏橋ス堕l奄裂習業渠85跳蜃赫卓2
た上で調査を行う必要がある。

2身 体活動・菫勲

目編項目:24誅
雹[ζtヽ調 鵬 盤 盤

`ヽ

1憮 器 閣 翻 認 などを含めた外出について、「自分から積組的に外出する方である」とな出している人 )

日●恒 岬 由 1年吉諸 激 ζ常生活に鵬乳 菫燎口0
中口

"輌(平 成,o年吉齢書の目常生活に関する菫臓ロコ 呼虚
"年

■齢■の日` 1留羅雷乳 意‖口J

4a男性 (60歳 以上)70%以上 598%

24b女性 (60歳 以上)70%以上 590%

24c80歳 以上 (全体)56%以 上 583%

コメント

`卍

里轟留燎巳語に菫受g茅舅出ピ熟してどのよ
Э男性(60歳以上)では149ボイント高くなつた。
Э女性(60歳以上)では124ポイント高くなつた。
Э80歳以上(全体)では120ポイント高くなつた。

邸I蒲鶴驚顕議手段、方
0中間評価時は国民健康・栄養調査結果(平 成15年 )を 用いていたが、策定時の調査がその後も足期的に継統し

て実施され、調査項目も同一であるため、その結果を用いて評価を行つた。

(3)そ の他データ分析に係るコメント

望 総 駄 に向けて、改善したか、E4Lし
たか等を簡潔に記載。

0男性(60歳以上)、 女性(60歳以上)、 80歳 以上(全体)は共に日標lTLに 達
した。

A

1露慮諄糧響讐警撃降闘照淵露装薔専すべき
ドイントを簡潔に記載。

)不活発な人が外出したくなるような働きかけや社会制度の仕組み (具体r・Jに |ま 高齢有の就男刃束や買い055百

3篭遍亀霊鯵〕証君猿項目2い の活日 しと罐 携も必要
亀が、家族を構成するすべての齢 に対して必要。Э家庭における高齢者の役害1や 生業の分担に関する啓′



目:2.5何らかの地域 活動を実施している者の増加 [地域活動を実施してしも 人]

5a男 性(60歳 以上)58%以上

5b女性 (00歳 以上 )50%以上

妻[器:]験」モロ
=票

千じ[冒

'な

:仕

邸I蒲競議距厭手議、方
饉 声た,就業の有篭なくを含めて調査する必要がある。このこと

§l慮鐵勲鋼鍔塊藁』紺嘉鮮 削轟真話艦

び対策の抽出
し,今後強化・改善りすべき 8鼻鷺夏薪普麟暑だ専争慧委鱈黎』璽Fを

促進するような対策が必要。

凛項目:26日 常生活における歩数の増加 [日 常生活の歩側

2 6a ttit(70歳 以上 )6.700歩 以上

6b女 性 (70歳 以上 )5,000歩 以上

8晏権解踊殻」モ憲暑割報3

暫t子7鯨:‖l:111認 鷹
手段、方 ¥難鰊繕鮮]Fi「俯予y霧覇飩覇滲面駆

曽輩
兄乏}高

齢者を対象とした歩数増加は、介護予防のためのポピュレーションアプローチとして有効であると考えら

継軍嵐 蜃郭炒曜諄蝦響貨塁B「譜宥箭1腎躍潔為
翫翼棚機鰹騒槍:飼艤配な鑑電匡猶勢1諸酢欄 都 聯薯



2身体活動・運動

目欄項目:27安 全に歩行可能な盲齢者の増In[開 眼片脚起立時間20秒以上に摯当する人の増加]

日●■

策定||のペースライン位
(平成o-17年「腱廉鷹静価1

(ぁ いち口稟の轟健康科学●合センターl)

中間椰薔 菫近実颯僣
(平 成13年目■●庫・彙■口■)

7a男 性 (65～ フ4歳 )80%以 上 681% 822%

フb男 性 (75歳 以上)60%以 上 389% 504%

|フ c女性 (65～ 74歳 )75%以 上 624% 773%

:フd女 性 (75歳 以上)50%以 上 21 2% 444%

コメント

(1)菫近実績値に係るデータ分析
・IE近実績値がベースライン仁に対してどのよ
うな働きになつているか分析 .

Эベー スライン恒 |ま 地 域 が 限足 され てい るため 、全 国平 均 で あるE近 異 績 段 比 較丁 ることは 困 難 であ る。

(2)データ等分析上の口題

蟹雰i需部蘇事鳥嵩誤鶏躍認鯖僣手段、方
D根洪1足者の体力だけでなく、メI足者のメ」足方法や手順に関する知識や歿術に績果が影響を受ける現日なので、
より標準化が求められる。

(3)その他データ分析に係るコメント

○高齢看の開眼片脚起立時間20秒以上と類似の体力評1面 開眼片足立ち(時間:秒で評価 )も 過云10年 間で改吾し
ていることが文科省平成21年度体力・運動能力調査結果の概要及び報告書において示されている。
(httpノ /www mextgo」 p/component/b_menu/other/_osFiles/aleldOle/2010/10/12/12982245 pdf)

(4)最終屏価
,最終値が目櫻に向けて、改善したか、憑化し
たか守を簡潔に記臓.

O男女 (65～ 74歳 )とも目標値に達した。また、男女 (75歳 以上)とも日標に
向けて改善したが、日標値に達していない。

B

(5)今後の環■及び対策の抽出
,最終評価を出まえ、今後強化'改善等すべき
ポイントを目潔に記載。

○毎年でなくても、5年に一度程度の頻度で経時的に評価していくことが必要。
075歳以上になると急速にできない人が増加するので介護予防の取り組みを強化していく必要があると考えられ
る。

身体活動・遭勁

(尋掲)日 欄項目:28メタポリックシンドローム (内鵬鵬肪鷹候群)を菫知している国民の割合の増加

口●L 策定■のベースラインロ      1         中‖椰信
菫近奏餞饉

(平r21年 食■の■状とな臓に日する世10■壼
(内田府))

115a20歳 以上 80%以 上 927%

コメント

(1)直近奥薇値に係るデータ分析
,直近実績値がベースライン饉に対してどのよ
うな勁きになつているか分析 .

D平成18年度の773%か ら平成21年 反は927%と 、154ポイント局くなつている。

2)データ等分析上の暉題
口査・分析をする上での課題〈口査手段、方
を、分析材料等)がある場合、記

".

(3)そ の他データ分析に係るコメント

O第 2次食育推進基本計画において、|メ タポリックシンドロームの予防や改晉のための適切な食事、運動等を継続
的に実践している国民の割合の増加」が日標として追加された(現状値 :415%→ 目標値 :50%以 上)。

(4)最終膊価
・最終饉が目標に向けて、改善したか、思化し
たか専書宙潔に記麟。

(A)

(5)今後の朦■及び対策の抽出
.最終評価を騰まえ、今後強化・改善等すべき
ポイントを簡潔に記載。



3 休養・こころの健康づくり

57



〕休姜 こヽころの■康づくり

ヨ襴項目:31 ストレスを薔じた人の減少 [ス トレスを感じた人の割合](ストレスを感じた人:最近lヶ月間にストレスを感じた人)

目粗饉
椰 由 摩程謀8鍋 属D I (平 躙 6年置露 彙墨■0

口返案口E
(平 威加年目腱健康・競義■勘

la全国平均 49%以 下 546%      1      622% 613%

コメント

(1)E颯 値に係るデータ分析
・直近奥籠値がベースライン値に対してどの
ような勁きになつているか分析。

り有恵に増刀nしたttt■llPITLく 0001)。

(2)デ→ 守分析上の課■
・口壺・分析をする上での暉題 (田査手段、方
法、分析材料等)がある場合、記載.

0策足時のベースライン1直 は全国規模の調査結果であり、調査項目が同一であるため、直近実績値と比較す
ることは可能である。

(3)その他データ分析に係るコメント

0半厩8年と平成20年を性・年齢階級卿1に比較した。その結果、ストレスを自覚している人の割合は男性70歳
以上と女性50歳代で増加し、男女ともそれ以外の年代では減少傾向がみられた。ストレスが「大いにある」と回
答した人だけを検討しても、男女とも全ての年齢階級で悪化した。男女ともに、20歳代、30歳代、40歳代、50歳
代の就労世代でストレスを自党している人が多い。

(4)最終評価
・最終値が日橿に向けて、改薔したか、轟化し
たか等を簡潔に記載。

O悪くなつている。

D

(5)今後の課題及び対策の抽出

認 編嘉鷺高こねt,強
化・改●●fベ

υ働くE代の(職収での,ス トレス対策が亘要である。職場でメンタルヘルス対策に取り組んでいる事業所は増
えつつあるが、よリー層の浸透が期待される。地域や職域におけるストレス対策・メンタルヘルス対策にどのよ
うな取組が必要か、日標達成のためのプロセスを今一度検討する必要がある。
Orストレスを感じた人」の割合は、このlヶ月間r大いにある」、「多少ある」と回答した人を合わせた値となって
おり、「多少ある」と回答した者についても「減少」の必要があるかは検討が必要。

3休螢'こ ころの健康づくり

日相項目:32 睡眠による休姜を十分にとれていない人の減少 〔とれない人の割合】

日相値
(平 瀬 」冒日島&灸薔 千

`1臓

口り  | (平 由 0年占露 彙■日D
口返憂ロロ

(平 口21=□ 腱腱壼・畳●■D

32a全 国平均 21%以 下 231%      1      212%

コメント

(1)IE近美組値に係るデータ分析
・菫近実績値がベースライン値に対してどの
ような動きになつているか分析。

0有恵に肛少した (片 ullP値 くo ool)

(2)データ等分析上の鰈■
・田査・分析をする上での屎題 (口童手段、方
法、分析材料専)がある場合、記載。

O策定時のベースライン値は全国的な調査であるので、直近実績値と比較することは可能であ視

(3)そ の他データ分析に係るコメント

0半厩8年と半厩21年を性・年齢階級別に比較した。睡眠による体養を十分にとれていない人は、男性の40歳
代、女性の20歳代、30歳代.70歳以上で減少した。しかし、男性の60歳代、70歳代、女性の50歳代、60歳代で
はほとんど改善がみられなかった。

(4)最終評価
'最終値が日標に向けて、改●したか、悪化し
たか書を簡潔に記載。

〇目裸値に達した。

A

(5)今後の課■及び対策の抽出
・最終評価を踏まえ、今後強4ヒ・改善,すべ
きポイントを簡凛に記載.

0全体としては日程を運威したが、改吾がみられなかった世代に対しては、睡眠習慣に対する保健活動をより
―層、充実させる必要がある。



3休養。こころの口凛づくリ

ヨ欄項目:3.3 霞眠の確保のために睡眠補助品やアルコールを使うことのある人の減少 [睡眠補助品等を使用する人の割合](睡眠補助晶:睡眠凛・精神安定割)

目欄饉 椰 n3羅 扇6二ftin口D I  岬 由 5年出盟 露 榮暑■勘
E2翼

=ロ(平 成10年 口農健巌・票■日⊃

338全国平均  13%以 下 141%      1      176%

コメント

(1)E近実績値に係るデータ分析
・l■近実籠使がベースライン値に対してどの
ような動きになつているか分析。

0石意に増″口した (片側 Pi直 <0001)。

(2)データ守分析上の課鷹
。■■・分析をする上での課題(調査手段、方
法.分析村科等)がある場合、

“

載。

O策足時のベースラインl■Lは全国規模の調査結果であるため、直近実績値と比較することは可能である。

(3)そ の他データ分析に係るコメント

0男女とも年齢階級が高くなるほど使用割合が高くなる傾向にある。
O睡眠補助品の使用者が増えたことは不眠症状を有する人が増えたことを思わせる一方、睡眠補助品が入
手しやすくなったことも影響している可能性がある。

(4)最終評価
・最終値が日標に向けて、改善したか、悪化し
たか等を簡潔に記載。

0悪くなつている。

D

(5)今後の標■及び対策の抽出

期 編嘉鷹高響
強化・改‖すべ

○今後は不眠症状の有無などで評価するのが望ましい。
O男性の165%、 女性の60%に 寝酒習慣が認められた(平成19年国民健康・栄養調査)。 寝酒が好ましくないこと
など、睡眠習慣について正しい知識を普及することが重要である(睡眠習慣に対する保健活動の充実)。

3休 姜・こころの儡康づくリ

目欄項目:34 自殺者の減少 [自戦を蜘

日椰値 洋鶴縁語協島  | (嘲 。駅語.餞D 菫近実諷慎
(平 成22年 人口

"薔
餞‖

34● 全国数  22,000人 以下 31,755人         1         30,247人 29.554メ、

コメント

(1)IE近実績値に係るデータ分析
・直近実颯値がベースライン値に対してどの
ような動きになつているか分析。

D目殺者数は、依然として3万人前後の水準で推移している。

(2)データ等分析上の課題
・田壺・分析をする上での課題(調査手段、カ
法、分析材料等)がある場合、配載。

〇人口構成が変化しているため、自殺者数は単純に比較できない。
〇中間評価時には速報値を用いたが、確定データで評価を行つた。

3)その他データ分析に係るコメント 隆鱚蝙鱚稔渕孵濶鰍fttjξllIイ雪と
R鰻「

、メンタルヘルス不調や精神疾患による長期休職者が増加していることが複数の調査から報告されて

議裾星曇葉設競疑稀喜[tl懺。
欺綱にお滋繁籠b軍露雲詭発[翁鮮

(4)最終評価
・最終値が 日楓に向けて.改薔したか。悪化 L

たか等を簡潔に記載 .

」日紋先E準の低下を認めるが、依然として目毅看数が年間3万人前
髪の水準で推移している。

C

(5)今後の暉■及び対策の抽出
・最終

"価
を饉まえ、今後強化・改●●すべ

鬱ポイントを簡潔に記載.

り働く世代の購 域での,う つ病や目殺への対策が重要である。



0

同饉製



`た
はこ

目欅項目:41喫 燿が及lft健康影書に1

日籠値

'い
ての十分な知識の普及 [知つている人の割合]

la肺がん 10眺 84511 875% 875%

喘息 599% 634% 628%

lc気 管支炎 100% 655% 656% 651%

41d心 臓病 100% 405% 458% 507%

1le l』 卒中 100% 351% 436% 509%

'lF胃
潰瘍 341% 335% 351%

lg'1娠 に関連した異常 100% 796% 832% 835%

1lh歯周病 100% 273% 359% 404%

IJ曇常JttI栂1罵F驚静

`ド

Ъしてどの

Ittl番鼻筆#曇f署‖]、出鷹手段、方
る

「

疋時のベースライン値は全国的な調査で、調査項目が同じで

3・ 齢 ∬ 閻 轟

=す

るか、受動喫煙についてどう扱うのが適当雄 討がほ 。どこまで

(3)その他データ分析に優るコメント 葬隋趙輻ロポ鶉厭頸
|き な前進である。

:4)最終評価

豊蜘 lて
、改善したか、思化し

1ギ
鑓こぼ風ど雌ぱ提τ‖[F聰鐵L鶏王雛 f

B

脚 室牲鴨欧薔専すべ
8琴酪館磐『ご鞘総暑躍[8り、蜃早

綱 硼副画面羽両画~~~
べき知識の再検討が必要。



|たばこ

目欄項目:42未 成年者の喫燿をなくす [嗅燿している人の割合】

日椰饉
燎定時のベースライン住

(平成●皐慶余咸年■の嗅燿行■に目する全目■壼)

中口昴輌
(平成lo年度キ成年をの颯饉及び

餃目行日に日する全口●D
壼菫真籠I

(7戌 22年度軍生労働轟学研究 大井田m

2a男 性 (中 学1年 )0%

42b男 性 (高校 3年 )0% 369% 217%

2c 女性 (中 学1年 )0%

:2d女 性 (高校3年 )0% 156%

コメント

(1)亡近奥崚値に保るデータ分析
,IE近実績値がベースライン値に対してどの
ような勁きになつているか分析.

Э男性
0男性
0女性
0女性

中学1年

高校3年
中学1年

高校3年

では有意に減少した(片側PltLく0001
では有意に減少した(片側P値 <0001
では有意に減少した(片側P値く0001
では有意に減少した(片側P値く0001

12)データ等分析上の暉■
口姜・分析をする上での凛■く口査手段、方
去、分析材料等)がある場合、記輸.

3)そ の他データ分析に係るコメント

O喫煙平 (月 に1回 以上喫燿した者の書1含 ,は、男性が女性より呂い慎同にある。中字 1年から高校3年と字年か上
がるにしたがつて高くなる。喫煙率の男女間の喫煙率の差が縮まっている。

:4)最終評価
'最終慎が目櫂に向けて、改善したか、患化し
ヒか等を簡潔に記

".

O日 裸に同けて改吾したが、日程値には連していない。
O喫煙率の改善は、健康日本21の 評価指標の中でも優秀なものである。

B

埋淵制蜜彎室聰犠薔等す史
きポイントを簡凛に記載.

O改 吾 をもた らした要 因 の 検討 、再 ひ上 昇 す る心 配 が ないか どつか の 検 討 が 必 要 。同様 の 万 法 で今後 もモニ タリン

グを続ける必要がある。
O一般成人の喫煙行動のモニタリング調査を全国規模で継続的に行うとともに、そのなかで大学生の喫煙率や18

歳 19歳の喫煙率の把握を検討し、中高生から成人に向けての喫煙率飛躍の要因を分析する。
○今後はWHO/CDCの 推進するGYTS(Gる bJ Youth Tobacco Survey)に 対応する調査を行い、世界各国の結果と
比較し、わが国の課題を明らかにすることも重要。
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目憚項目:4.3公

目椰値 策定時のベースラインL 中鵬諄個 直近奥饉儘(●■個)

[分饉t責施している翻合]
(・

1昌『 摯召島豊tI寝
=露

ける 仔
幣 協議幅館貯ける

(平成
"年=暉

生労働科学研究 大和コ

43a公共の場 100%

都道府県 894%
政令市等 959%
市 町 村 507%
保 健 所 955%

都道府県 100%

政令市等 100%

市 町 村 897%
保 健 所 100%

・47都道府県中23カ
`本

庁舎内建物内禁煙(約
49%)

岸軸 脇85擬
締中Ю林

・東京23区中1が本庁舎内禁煙 (約 4%)

【分燿t■■している割合] (平威0年

"●
■こ底状況口壺) (平成14年

"●
書腱凛快滉口壼) (平 成lo年 労働奢腱童状況口■l

13b職場 100“
403%

(477%(喫煙対策に取り組んでいる))

559%
(591%(喫煙対策に取り組んでいる)) (755%(喫 煙対策に取り組んでいる))

〔知っている人の割合 ] (平成,,年分鷹の

"nに
口する全ロロ0

`平

成″年■庫彙労働科争研究 澤崎D
3c効果の高い分煙に関する知識の普及
00翡

(換気扇のある喫煙室も正解 とした場合 )

(建物内禁煙を正解とした場合 )

男性 774%
男性 340%

性
性

女
女

男性 809% 女性 840%
男性 410% 女性 430%

コメント

∫2             !議してどの
ような動きになっているか分析 .

れらを比較する[fは困難である」
こおけるベースライン値と直近実績

写
では1調査票の質問内容力く異なるたり、こ

R喝鷺孔異晶1宅往想ZP(都
道府県等の本庁舎)における禁煙・分煙対策は都道府県などで100%を満たしてお

(2)データ等分析上のロロ

課雰群響踏電覇甦」議盟押1罰請
手段、方2脇漱;丁

は譲場醜鰯鶏電説お暑1幣F馳獣奨爾薦蕊肩墓高凛葛I

(3)そ の他データ分析に係るコメント

織 全P嘲
距 ← 二列 ング調Jを継続実施し、受動喫煙に曝露されている場所や頻度についての実態把握

8踏曇理避ざ朧 割慈急曇P喫
煙から守つ

“
のかの確認がほ

:4)最 終膵価

』出現躍帽課野男F・改薔したか、患侵

D日 裸に同けて改善したが、目標値には達していない。

B

轍 驚翻兜
"す

べ平 [
0職場、公共施設以外の受動喫煙防護が進んでいるかどうかの指標がない。
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目椰項目:44盤 燿支援プログラムの普及 [熱燿支援プログラムが担供されている市町村の割合](熱燿支援プログラム :個 人の熱燿を支授するための日別保健相導り)

目椰饉
(平 成19年度地嬌保健・七人保●事拿饉0  1 (平 成lo年庄地墟闘習理販 晨健事彙.書 )

全 国 100% 07略 煙指導が考零Lた前 村の割創 )|(2四 κ禁煙指導着 テ君Ъた市町村の割合》 (389%(禁 煙指導が行われた市町村の割合))

コメント

(1)直近実績値に係るデータ分析

麟誘響燿雲馴 =対
してどの

0ベースライン値とE近実績1直 では、下町村合併の影響により、これらを比較することは困難である。
O禁煙指導が行われた市町村の害1合 は増加傾向にある。

FI蒲轟設繕師手段、方
υ下 岬 不1が 実 施 した禁 煙 指 導 実 績 に基 つき、全 体 の 署1合 を 出している。

(3)その他データ分析に係るコメント

0成人の喫煙調査(モニタリング調査)を継続実施し、禁煙行動、禁煙方法などを調べることが重要。禁煙治療を
行つている医療機関の数の推移、ニコチン依存症の治療完了数の実績、OTCに よリニコチン置換療法剤の売り上
げ量等などは、補足的なデータとなる。

(4)最終膊価
'最終饉が目欅に向けて、改善したか、悪化L

たか書を簡潔に記載 .

D日 標に同けて改著したが、目標値には達していない。

B

(5)今後の課■及び対策の抽出
.最終評価を購まえ、今後強化・改善等すべ

きポイントを宙凛に記戯。

Э市町村合併を考慮した分析が難しいので、国民から見て、禁煙したい人が禁煙支援プログラムにどの程度アクセ
スできたかなどの指標が必要。

,たばこ

ヨ編項目:458 喫担をやめたい人がやめ1 ●考

日●値 (檜●) 薫定時のベースライン饉 中H静信 菫近実■饉

契煙率

(平成11年口民健凛・彙養口0 (平減21年 目民健康・彙姜口0

男性 433% 男性 382%

女性 120% 女 性 109%

喫煙希望者の割 合

(平成15年国民健自.彙姜口■) (平 r21年国民健康,彙 姜口0

男性 246% 男性 317%

女1■ 327% 女 性

コメント

(1)菫近実績値に係るデータ分析
・直通実績値がベースライン饉に対してどの
ような動きになつているか分析.

υ男性の喫躍準は有意に1■ 下した(片 債l PlEく0001)。

Э女性の喫煙率には有意な変化はみられなかった(片側 Pイ直=012)。
Э男性の禁煙希望者の害1合 は有意に増加した(片側P値 <0001)。
Э女性の禁煙希望者の害1合 は有意に増加した(片惧lP値 =0003)。

(2)データ等分析上の凛■
・口査・分析をする上での凛■(■

=手
段、方

法、分析材料等)力tある場合、記載.

(3)その他データ分析に係るコメント

り喫 燿 率 |よ 男 F■ に 呂く、禁 燿 希 望 者 の書1合 は 女 性 に高 い

(4)最終膊価
.最終値が目椰に向けて、改薔したか、悪化L

たか等を目潔に配崚 .

」男性の喫燿率は1■下しているが、女牲の喫燿平は変わらない。男女とも
雲煙希望者の害1合 は増加している。

B

(5)今後の課■及び対策の抽出
・最終評価を騰まえ、今後強化・改善等すべ

きポイントを簡属に記載 .

D票燿希望者は増えているが、実際にどれくらい禁煙できたかはわからない。国民健康・栄養調査では調査項目に
恨度があるため、成人の喫煙行動を計しく調べる全国調査を継続的に行うことが必要。
D住民根1か ら見て、禁煙希望者が禁煙支援プログラムにどの程度アクセスできたかなどの指標が必要。禁煙に取
り組む人のうち何も方法を使わず禁煙に取り組んだ人の割合を減らすことも重要。
Э成人の喫煙調査 (モニタリング調査)を 継続実施し、禁煙行動、禁煙方法などを調べることが重要。




